
確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
畿
型
>
地
主
制
の
諸
特
質

1

備

後

福

山

地

方

を

事

例

と

し

て

1

二
六

は

　

じ

　

め

　

に

(
1
)

<
近
斑
型
>
地
主
制
の
分
析
の
立
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
も
の
の
、
し

か
七
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。
現
在
ま
で
、
岡

(
2
)
　
　
　
　
　
(
3
)
　
　
　
　
(
4
)
　
　
　
　
(
5
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
6
)

山
県
日
笠
家
・
星
島
家
・
野
崎
家
・
大
原
家
、
和
歌
山
県
津
村
家
・
橋
本
家
、

(
7
)

岐
阜
県
棚
橋
家
な
ど
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
し
て
<
近
許
型
>
の
諸
特
質
が
次

第
に
明
確
化
し
つ
つ
あ
る
。

本
稿
の
昌
的
も
、
直
接
的
に
は
備
後
福
山
地
方
大
地
主
の
確
立
・
興
隆
期
を

中
心
に
<
近
機
型
>
地
主
と
し
て
の
各
段
階
の
特
徴
を
探
り
出
し
て
、
モ
ノ
グ

(
8
)

ラ
フ
を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
際
の
問
題
関
心
は
、
何
を
以
て
「
地
主
制
の
確
立
」
と
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
周
知
の
安
良
放
盛
昭
・
中
村
政
則
両
氏
に
よ
る
地
主
制
「
確

(
9
)

立
」
論
争
に
導
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
両
氏
が
何
を
以
て
地
主
制
「
確
立
」
と

す
る
か
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
手
短
か
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

安
良
枕
氏
は
、
山
田
盛
太
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
地
主
制
「
確
立
」
の(川)

政
治
的
視
点
、
即
ち
皇
室
銃
の
編
成
・
「
地
主
議
会
」
=
帝
国
議
会
の
開
設
等

天
皇
制
の
震
真
へ
の
編
成
と
い
う
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
経
済
的
視
点
、
即

勝
　
　
部
.
　
真
　
　
人

ち
全
国
的
な
地
主
的
土
地
所
有
の
量
的
趨
勢
を
農
業
の
地
帯
構
造
と
の
関
連
に

お
い
て
分
析
し
山
田
説
を
補
強
し
た
。
そ
の
結
果
、
地
価
一
万
円
以
上
大
地
主

が
地
主
制
の
「
ケ
ル
ン
」
と
し
て
一
八
八
〇
年
代
末
(
明
治
二
〇
年
代
初
頭
)

に
寡
頭
的
に
出
現
し
て
、
「
確
立
」
に
至
っ
た
と
す
る
。

一
方
中
村
氏
は
、
天
皇
制
・
地
主
制
・
資
本
主
義
を
三
位
一
体
と
し
て
捉
え

る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
量
的
規
定
に
お
い
て
粟
原
石
寿
氏
の
農
民
層
分
解
二
段

へ
〓
)

階
進
行
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
質
的
規
定
に
お
い
て
高
率
小
作
料
と
低
賃
金
の

相
互
規
定
関
係
の
体
制
的
成
立
、
国
家
権
力
の
政
策
的
誘
導
に
よ
る
地
代
の
資

本
転
化
の
「
本
格
化
」
を
重
視
し
、
資
本
主
義
確
立
と
同
時
に
そ
の
枯
造
的
一

(
1
2
)

環
に
定
置
さ
れ
て
「
確
立
」
す
る
と
し
た
。
そ
の
後
、
地
帯
桟
道
に
よ
っ
て
そ

の
「
確
立
」
の
時
期
が
産
業
革
命
の
始
期
(
近
正
塾
)
・
終
期
(
東
北
型
)
・

(
1
3
)

そ
の
中
間
(
養
蚕
型
)
と
い
う
ズ
レ
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
政
治
的
視
点
を
一
先
ず
措
く
と
し
て
、
経
済
的
に
は
寄
生
地
主
制
の

範
疇
に
お
け
る
三
重
規
定
、
即
ち
第
一
規
定
日
小
作
料
へ
の
寄
生
、
第
二
規
定

(1.1)

=
産
業
利
潤
へ
の
寄
生
、
第
三
規
定
=
植
民
地
超
過
利
潤
へ
の
寄
生
、
の
相
互

の
関
連
を
如
何
に
捉
え
る
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
安
良
城
氏
は
「
第
一
規
定
の
成
立
を
前
提
と
し
て
は
じ



め
て
、
第
二
規
定
、
第
三
規
定
の
発
生
・
成
立
が
可
能
と
な
る
」
の
で
あ
る
か

ら
「
第
一
塊
定
こ
そ
が
、
や
は
り
、
寄
生
地
主
範
疇
に
と
っ
て
最
も
木
質
的
」

(
1
5
)

で
あ
る
と
中
村
氏
を
批
判
し
た
。
一
方
、
中
村
氏
は
、
こ
の
三
軍
規
定
を
提
示

し
た
襟
「
Ⅲ
の
規
定
(
第
一
規
定
-
注
)
を
基
斑
と
し
て
佃
の
規
定
(
堅
一
規

定
-
注
)
が
生
じ
、
さ
ら
に
‖
佃
の
規
定
の
上
に
川
の
琅
定
　
(
堕
二
規
定
-

(
1
5
)

注
)
が
生
じ
る
」
と
明
記
し
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
安
良
城
氏
の
批
判
は
「
あ
る

(
1
7
)

意
味
で
的
は
ず
れ
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

両
氏
と
も
第
一
規
定
成
立
が
、
堅
一
規
定
・
堕
二
規
定
成
立
の
基
礎
で
あ
る

こ
と
を
自
明
の
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
何
故
そ
う
な
る
の
か
、
ま
た
「
基
礎
」

と
は
一
体
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
い
限
り
議
論
は
か
み
合
わ
な
い
と
思
わ

れ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
第
一
規
定
成
立
と
型
一
規
定
成
立
が
如
何
な
る
相
互

関
係
を
右
す
る
か
、
つ
ま
り
第
二
規
定
成
立
が
第
一
規
定
成
立
に
対
し
反
作
用

が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
ま
た
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
様
な
形
に
お
い
て
か
、
と

い
う
問
題
の
解
決
へ
の
足
が
か
り
を
探
り
た
い
。
つ
ま
り
<
近
窟
型
>
に
お
い

て
は
、
一
八
九
〇
年
代
=
企
業
勃
興
期
の
編
成
替
え
の
過
程
で
は
や
第
一
一
規
定

が
端
初
的
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
第
一
規
定
成
立

に
如
何
な
る
規
定
性
を
付
与
す
る
か
が
問
題
の
焦
点
と
な
る
。
ま
た
地
主
制

「
確
立
」
期
の
あ
り
方
が
、
そ
の
後
の
展
開
に
如
何
な
る
規
定
性
を
与
え
る
か
、

こ
の
二
つ
の
問
題
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
分
析
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
規
定
と
第
二
規
定
と
を
結
び
つ
け
る
歴
史
的
論
理
的
な
媒

介
は
、
川
端
力
商
品
流
通
、
物
貨
幣
商
品
=
資
本
流
通
、
伺
生
産
物
商
品
流

通
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
印
せ
呵
即
ち
「
半
隷
農
的
小
作
料
と
半
隷
奴

(
1
9
)

的
労
働
賃
金
と
の
相
互
規
定
関
係
」
=
結
滞
と
「
半
隷
農
的
現
物
年
買
よ
り
の

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

(
2
0
)

資
本
転
化
」
と
い
う
二
つ
の
視
点
を
基
軸
に
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
際
「
半
隷

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

奴
的
労
働
賃
金
」
の
範
疇
に
は
、
事
実
上
の
低
賃
金
労
働
即
ち
畏
村
家
内
副
業

(
2
1
)

に
よ
る
労
働
賃
金
も
含
む
と
考
え
た
い
。

そ
こ
で
結
論
を
先
に
述
べ
る
よ
う
に
な
る
が
、
叙
述
の
必
要
上
、
時
期
区
分

(
2
2
)

(
<
近
設
型
∨
に
お
け
る
)
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

1
.
地
主
割
形
成
期
　
-
　
原
始
的
蓄
積
最
盛
期
　
(
一
八
七
〇
～
一
八
八
〇
年

代
一

2
地
主
制
確
立
・
興
隆
期
-
1
産
業
革
命
期
～
独
占
資
本
形
成
期
(
一
八
九

〇
～
一
九
一
〇
年
代
)

の
地
主
制
確
立
期
　
-
　
企
業
勃
興
期
(
一
八
九
〇
年
代
)

拗
地
主
制
興
隆
期
　
-
　
産
業
資
本
確
立
期
(
一
九
〇
〇
年
代
)
・
独
占
資

本
形
成
期
(
一
九
一
〇
年
代
)

3
地
主
制
衰
退
期
　
-
　
独
占
資
本
確
立
期
～
国
家
独
占
資
本
主
義
移
行
期

(
一
九
二
〇
～
一
九
三
〇
年
代
)

そ
こ
で
対
象
と
す
る
備
後
福
山
地
方
用
沼
隈
・
深
安
・
芦
品
三
郡
が
<
近
放

型
>
地
帯
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
立
証
し
て
お
こ
う
。
一
八
八
八
(
明
治
二
一
)

年
を
調
査
時
点
と
す
る
九
一
年
刊
広
島
県
『
農
事
調
査
部
針
に
差
は
、
盈
家

一
戸
当
り
平
均
耕
作
規
模
は
五
反
三
畝
(
こ
の
当
時
は
沼
隈
・
深
津
・
安
郡
・

芦
田
・
晶
治
五
郡
で
あ
り
そ
の
平
均
)
と
極
め
て
零
細
で
あ
る
が
、
耕
地
利
用

率
一
七
七
・
九
%
(
同
上
)
と
い
う
高
さ
と
平
均
梗
米
反
当
収
量
一
・
四
三
石

(
2
4
)

(
一
八
九
九
～
一
九
〇
三
年
平
均
、
沼
隈
・
深
安
・
芦
品
三
郡
平
均
)
と
い
う

比
較
的
高
い
土
地
生
産
力
に
よ
っ
て
零
細
農
耕
を
支
え
て
い
る
。
ま
た
一
、
九
〇

(
2
4
)

一
年
時
点
小
作
地
率
平
均
は
五
四
・
四
%
と
高
度
に
地
主
的
土
地
所
有
が
展
m

二
七



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
放
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

し
て
お
り
、
加
え
て
蘭
草
加
工
・
綿
織
物
業
・
煙
草
製
造
業
等
副
業
が
非
常
に

発
達
し
て
お
り
「
再
生
産
=
蓄
積
が
主
調
と
し
て
は
外
囲
と
の
連
関
で
、
或
は

(
2
5
)

外
部
か
ら
の
働
き
か
け
で
進
行
」
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
当
地
域
が

<
近
放
型
>
地
帯
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

註
(
1
)
　
す
で
に
安
良
城
盛
昭
氏
が
「
日
本
地
主
制
の
体
制
的
成
立
と
そ
の
展

開
」
(
『
思
想
』
五
七
四
・
五
八
二
・
五
八
五
)
　
て
∵
注
(
m
e
　
(
中
の
二
、

二
六
〇
頁
)
で
岡
山
県
以
外
の
研
究
の
立
遅
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
2
)
　
太
田
健
一
・
松
尾
圭
子
「
幕
末
・
明
治
初
期
に
お
け
る
地
主
制
の
展

開
)
　
(
『
岡
山
史
学
』
六
・
七
)
。

(
3
)
　
太
田
健
一
「
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
お
け
る
地
主
制
の
動
向
」
(
『
土

地
制
度
史
学
』
二
七
)
。

(
4
)
　
有
元
正
雄
　
「
巨
大
地
主
の
請
劃
期
と
<
再
生
産
軌
道
>
」
(
同
右
四

八)。

(
5
)
　
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
調
査
報
告
第
一
一
集
『
倉
敷
紡
績
の
資

本
蓄
積
と
大
原
家
の
土
地
所
有
』
。

(
6
)
　
広
本
満
「
和
歌
山
市
近
郊
に
お
け
る
五
十
町
歩
地
主
の
形
成
」
上
・

下
　
(
『
和
歌
山
史
学
』
　
二
・
三
)
-
津
村
家
、
同
「
紀
ノ
川
下
流
域
に

お
け
る
寄
生
地
主
の
成
立
過
程
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
七
八
)
-
橋
本
家
。

(
7
)
　
坂
井
好
郎
『
日
本
地
主
制
史
研
究
序
説
』
。

(
8
)
　
す
で
に
有
元
正
雄
氏
が
当
該
地
域
の
地
主
制
下
に
お
け
る
諸
階
層
の

あ
り
方
を
中
心
に
分
析
し
て
い
る
　
(
「
地
主
制
下
の
諸
階
層
杭
成
」
-

以
下
「
請
搭
寓
揺
成
」
と
略
記
、
後
藤
陽
一
福
『
瀬
戸
内
海
地
域
の
史

二
八

的
展
開
』
所
収
)
。
本
稿
で
用
い
る
史
料
と
か
な
り
重
複
し
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
各
段
階
に
お
け
る
地
主
制
の
諸
特
質
を
中
心
に
分
析
し
た

い
。

(
9
)
　
安
艮
城
盛
昭
「
地
主
制
の
展
開
」
(
旧
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近

.
代
三
)
、
「
日
本
機
業
=
地
主
制
の
地
帯
構
造
に
つ
い
て
」
(
『
茨
城
県
史

研
究
』
　
二
二
)
、
「
地
主
制
の
成
立
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
三
六
〇
)
お
よ

び
註
(
1
)
論
文
。

中
村
政
則
「
日
本
地
主
制
史
研
究
序
説
」
(
『
経
済
学
研
究
』
　
二
一
)
、

「
地
主
制
」
(
大
石
嘉
一
郎
編
『
日
本
産
業
革
命
の
研
究
』
下
)
、
「
日

本
資
本
主
義
の
発
展
と
地
主
的
土
地
所
有
」
　
(
一
九
七
八
年
度
土
地
制

度
史
学
会
秋
季
学
術
大
会
報
告
、
同
学
会
編
『
資
本
と
土
地
所
有
』
所

収
)
、
以
上
の
三
論
文
は
近
著
『
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
』
第
一
章

・
軍
一
章
・
補
章
1
に
そ
れ
ぞ
れ
再
録
さ
れ
た
の
で
、
以
後
同
書
に
よ

っ
て
示
す
こ
と
と
す
る
。
ま
た
永
原
些
一
他
編
『
日
本
地
主
制
の
構
成

と
段
階
』
も
あ
る
。

な
お
『
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
正
史
1
7
　
地
主
制
』
、
中
位
和
夫
「
地

主
的
土
地
所
有
」
(
『
日
本
史
を
学
ぶ
』
四
)
、
鐸
駿
衆
三
「
地
主
制
」

(
『
近
代
日
本
経
済
史
を
学
ぶ
』
上
)
も
参
照
の
こ
と
。

(
1
0
)
　
山
田
盛
太
郎
「
農
地
改
革
の
歴
史
的
意
義
」
(
『
戦
後
日
本
経
済
の
諸

問
題
』
東
京
大
学
経
済
学
部
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
細
)

(
1
1
)
二
翠
原
百
寿
『
現
代
日
本
晨
業
論
』
(
青
木
文
庫
版
)
三
四
～
四
九
頁
。

(
ほ
)
　
前
掲
『
日
本
地
主
制
の
構
成
と
段
階
』
終
章
。

(
1
3
)
　
中
村
前
掲
書
第
二
章
。
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同
右
第
〓
早
、
八
〇
～
八
五
頁
。

安
良
媛
「
地
主
制
の
成
立
」
三
一
頁
。

中
村
前
掲
書
第
一
章
、
八
五
頁
。

同
右
括
牽
I
、
三
九
七
頁
。

同
右
第
二
車
、
四
頁
。

山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
六
二
頁
。

同
右
一
七
四
頁
。

中
村
前
掲
雲
摘
草
1
、
四
〇
一
頁
。

(
望
　
前
掲
『
日
本
地
主
制
の
清
成
と
段
階
』
終
章
五
〇
二
頁
の
段
階
区
分

を
参
考
と
し
た
。

な
お
こ
こ
で
、
地
主
倒
「
確
立
」
の
政
治
的
視
点
に
つ
い
て
若
干
コ

メ
ソ
ト
し
て
お
こ
う
。
一
八
八
〇
年
代
前
半
松
方
デ
フ
レ
期
に
お
け
る

急
速
な
地
主
的
土
地
所
有
の
畳
的
拡
大
目
地
価
一
万
円
以
上
地
主
の
寡

頭
的
出
現
は
、
帝
国
議
会
=
地
主
議
会
の
開
設
に
結
果
し
て
、
天
皇
制

の
基
礎
へ
編
成
さ
れ
た
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

の
事
実
か
ら
直
ち
に
　
「
地
主
経
営
の
安
定
性
の
一
般
的
成
立
」
(
有
元

正
雄
　
「
各
府
県
民
有
財
産
取
調
概
表
」
六
六
頁
、
『
土
地
制
度
史
学
』

五
五
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
問
題
を
説
き
え
な
い
。
本
論
か
ら
明
ら
か

に
な
る
よ
う
に
、
地
主
制
は
企
業
勃
興
を
迎
え
て
内
実
も
安
定
す
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
ほ
外
枠
を
与
え
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

(
鬱
　
最
近
『
明
治
中
期
産
業
運
動
資
料
』
第
一
二
巻
と
し
て
複
刻
さ
れ
た

(
解
題
　
有
元
正
雄
)
。

(
2
4
)
　
各
年
度
『
広
島
県
統
計
書
』
に
よ
る
。

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
畿
塑
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

(
2
5
)
　
山
田
盛
太
郎
「
日
本
機
業
生
産
力
構
造
の
構
成
と
段
階
」
(
『
日
本
農

業
生
産
力
構
造
』
)
一
七
頁
。

一
、
地
主
制
形
成
期

本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
の
は
石
井
猪
之
助
家
と
信
同
仁
三
郎
凛
で
あ
る

が
、
ま
ず
両
家
の
概
略
を
述
べ
て
お
こ
う
。
石
井
家
は
沼
隈
郡
東
村
に
お
い
て

(
l
)

近
世
期
以
来
代
々
与
七
郎
を
名
乗
り
、
庄
屋
筋
の
家
格
で
あ
っ
た
。
明
治
初
年

(
2
)

田
地
だ
け
で
九
町
二
反
余
、
高
に
し
て
一
二
ハ
石
余
(
畑
・
宅
地
等
不
明
)
を

所
持
し
、
す
で
に
村
内
に
お
い
て
傑
出
し
た
地
位
に
あ
っ
た
。
一
八
八
六
(
明

治
一
九
)
年
松
永
の
分
家
か
ら
猪
之
助
が
養
子
に
入
り
同
家
を
嗣
い
だ
。
信
岡

家
は
品
治
郡
(
後
、
芦
品
郡
)
戸
手
村
に
お
い
て
代
々
平
六
を
名
乗
り
、
同
家

も
ま
た
庄
屋
筋
の
家
格
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
四
(
文
化
元
)
年
義
倉
設
立
に
際

し
て
出
資
も
行
っ
て
お
り
、
当
時
す
で
に
豪
農
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い

(
3
)

た
。
一
八
七
六
　
(
明
治
九
)
年
の
所
有
地
は
二
八
町
会
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
両
家
の
土
地
所
有
規
模
の
推
移
は
第
三
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な

お
石
井
家
で
は
一
八
九
〇
年
以
降
地
価
し
か
判
明
し
な
い
が
、
二
〇
町
余
近
く

山
林
を
含
む
の
で
反
別
に
比
し
て
地
価
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
は
地
主
的
土
地
所
有
の
拡
大
が
最
も
主
な
問
題
と
な
る

の
で
、
石
井
家
を
中
心
に
し
て
そ
の
土
地
集
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し

て
お
こ
う
。
同
家
で
は
松
方
デ
フ
レ
期
に
土
地
を
購
入
す
る
際
、
は
い
る
べ
き

小
作
米
高
か
ら
公
租
公
課
(
地
租
・
地
方
税
・
村
費
の
米
換
算
高
)
を
控
除
し

た
う
え
で
石
当
り
五
円
の
予
想
米
価
を
乗
じ
て
金
額
に
直
し
、
そ
れ
を
土
地
代

金
で
除
し
た
値
を
さ
ら
に
米
価
で
除
し
て
い
る
。
即
ち
「
代
金
一
円
二
付
(
米
)

二
九
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第
1表

　
　
石
　
井
　
寂
　
収
　
支
　
表

川
○

草
収

入
計

小
作

料
収

入
塩

田
収

入
貸

金
利

子
公

債
利

子
株

式
配

当
そ　

の
他

不
動

産
売

却
慧

売
却

支
出

計
活

計
賛

公
租

公
課

借
金

利
子

臨　　
時

そ　
の　

他
不

動
産

月
入

完
禁

買
入

1
8

7
3

1
1
7

.
1

3
0

匁
7

2
.
2

7
8

匁
2

5
.
9

6
4

匁
1

6
.
5

8
3

匁
2

.
3

0
5

匁
1
0

8
.
6

9
4

匁
4

5
.
9

1
2

匁
1

1
.
7

9
8

匁
5
0

.
9

8
5

匁

8
1

3
,
2

8
5

円
2

,
5

(泊
円

3
9
3

円
3

6
2

円
円

円
3
0

円
円

円
1

,
9

2
0

円
1

.
1
8

1
円

5
2

3
円

2
0

4
円

0
円

1
0

円
円

8
3

2
.
7

0
3

1
.
5

8
0

.
4

2
8

6
6

7
z
8

3
.
1

7
2

6
7

9
6

7
2

1
3
3

5
4

1
,
6

2
9

8
4

2
,
4

0
2

1
.
4

2
9

4
9
2

4
6

2
1
9

2
.
5

2
9

4
7
5

6
8

1
2

0
3

8
7

1
,
0

8
3

8
5

2
,
7

0
8

1
,
6

4
4

4
9
2

4
7

1
6

1
3

9
2

.
1

1
0

4
4
3

7
7

3
2

1
1

2
2

2
4

6
1

8
6

2
,
3

7
1

1
.
6

8
0

4
9
2

1
6

1
3
7

1
4

,
6

5
0

5
1
8

7
2

3
2

8
8

9
2
6

2
,

1
9

5

8
7

3
.
2

2
5

1
.
4

8
0

4
9
2

4
2

1
0

1
,
2

0
1

2
.
8

8
9

5
0

4
6

9
5

2
0

9
8

3
6

3
5

0
2

9
6

8
8

2
.
1

7
9

1
.
6

0
6

4
9

2
5

5
2

4
1

7
6

5
9

1
3

1
2
8

7

8
9

3
,
4

7
5

2
.
8

2
5

5
1
4

1
1

2
2

5
1

.
6

6
6

4
7

3
6

5
2

1
1

7
3
0

1
1
1

8

1
8

9
0

3
.
9

0
9

2
.4

3
4

1
,

1
0

4
6

5
2
6

8
2

7
3

4
.
9

7
1

6
5

5
6

2
5

2
0

3
4

7
3

3
.
0

1
4

9
1

3
.
6

5
6

2
.
3

8
4

1
.
1
0

1
7

6
2

6
6

8
2

,
4

2
3

7
7

5
6

1
8

1
3

1
8
9

9

9
2

3
.
6

1
2

2
.
4

5
4

9
5

9
1

2
1

2
8

4
9

4
.
5

9
6

8
2

6
5

9
7

1
5
0

2
.

9
1
2

6
1

5
0

9
3

2
,
4

3
9

1
.
4

2
4

9
1
0

6
7

3
g

3
,
0

8
4

7
9

6
6

6
8

1
5

9
1

.
3
5

2
1

0
0

9
4

3
,
8

3
1

2
.
9

5
4

5
5

3
1

3
1

8
7

1
5

2
.
7

3
2

7
3

7
7

3
6

1
6
0

3
5

7
7

4
2

9
5

4
.
6

8
1

.
3

,
0

5
9

6
7

7
2

5
4

7
1

1
1
8

2
0

4
8

2
6

,
0

6
0

9
1
6

6
9

2
2

0
5

1
.

5
7

1
7

2
1

1
.
8

5
5

9
6

4
.
9

5
1

3
,
4

7
0

9
6

6
2

2
3

1
0
0

1
3
7

2
0

3
5

2
.
8

9
7

1
.

1
3

9
6

9
3

2
2

4
3
9

2
4

5
0

9
7

6
.
6

1
1

4
.
5

2
3

1
.
4

0
6

1
9

1
1

0
0

2
9

5
2
0

7
2

7
,
8

1
1

1
.
4

6
8

7
4

9
7

6
3

7
4

5
1

7
3

3
.
9

日
l

9
8

5
.
9

5
4

3
.
0

6
2

1
.
3

1
5

2
9

3
1

4
0

4
5
0

1
6

6
7

8
5

.
0
8

8
1

,
6

6
2

7
7

9
1

8
7

8
9

1
3

6
3

1
.
2
0

5

9
9

5
.
4

6
6

3
,
4

2
5

1
,
0

4
1

3
1

9
1

5
0

5
0
6

1
6

3
.
7
8

8
1

.
5
0

4
8

0
7

2
1
9

6
9

1
5
6

8

1
Ⅸ

)
0

6
.
4

5
2

3
.
8

8
1

1
.
2

4
7

5
1

0
1

5
3

4
8
2

1
6

1
6

3
4

.
6

7
4

1
.
7

2
8

R
3

1
2

4
3

6
4

1
4

5
5

.
7

7
5

0
1

6
,
6

2
3

3
,
7

5
5

1
,
2

5
8

8
7

6
1

0
0

5
1
6

1
9

1
0

4
4

.
5

2
8

2
.
0

6
5

9
1

1
3

5
2

4
3

4
3

4
0

4
2
5

0
2

6
.
7

7
9

4
.
2

7
2

8
7

0
9

4
3

1
5

5
5

1
8

1
9

1
6

.
4
8

8
2

.
1
4

9
1

.
0

6
9

2
7
7

7
6

5
2

.
2

2

0
3

7
,
5

3
3

3
,
9

4
2

1
.
6

6
3

1
.
1

1
6

1
6

5
6

2
9

1
9

5
,

0
7

0
2

,
3

5
9

1
,
0

2
8

2
7
7

6
4

5
7
6

1
3

1
5

.
5

8
0

4
,
7

8
6

1
.
2

1
0

1
,
2

1
7

9
6

3
1

.
3

1
9

8
5

5
5

.
2

3
0

1
6

,
2
3

8
5

.
8

0
1

1
.
4

7
1

5
5

9
6

.
8

3
1

1
.

5
7

1
4

1
7

.
1

4
6

3
.
9

5
4

1
.
4

4
0

1
.
8

5
7

4
9

2
1

.
3

3
7

7
,
9

4
8

1
1

7
9

.
6
5

5
4

.
8

7
6

1
.
4

2
1

1
.0

7
3

2
.
0

1
1

2
7

1
5

1
0

,
6

9
2

4
.
8

8
8

1
.
3

8
1

2
.
1

3
9

7
9
6

1
.
2

9
9

1
0

1
8

7
9

.
4
4

0
4

.
2

4
7

1
.
3

5
9

1
,

8
9

8
1

.
9

3
6

1
6

1
2

.
9

0
1

6
.
0

8
4

1
.
3

7
5

1
,
2

7
2

8
6

1
.
2

7
5

8
6

8
1

.
9

4
0

1
5

.
1
8

7
3

.
7

0
2

1
.
3

2
5

1
.

1
5

5
3

.
0

1
0

2
,
8

2
5

3
.

1
6

9

1
7

1
7

.
7

8
0

9
.
2

0
5

1
,
3

7
3

1
.
3

5
3

9
0

3
.
2

4
3

2
,
5

1
5
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5

.
7

1
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.

1
4
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1
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2

8
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.
3
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2
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0

1
8

2
5

,
0
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1
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5

9
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1
.
5
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8
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7
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1
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5

5
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0
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.
3

1
0
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.
6
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3

5
.
6

1
0

1
.
6

3
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3
.
8
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.
4
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1
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.
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2

1
9

2
7

.
6
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8

1
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1
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1
,
6

0
6
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1
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1

1
5

4
.
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.
9
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8
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7

1
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.
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4
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.
4
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9
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,
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.
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3
1
2

.
6
9

0
3

7
,
2

9
6

5
.
9

8
7

1
.
7

1
2

4
,
3

4
5

1
.
8

9
6

2
3

2
3

.
3

3
1

3
0

9
5

,
0

4
3

2
.
8

4
9

4
.
0

0
0

1
.
5

0
7

6
.
3

1
7

2
,6

6
2

1
.
9

3
9

7
5

.
7
6

8
2

1
,
0

1
7

4
,
9

1
7

1
.
6

1
9

2
.
5

4
1

1
.
1

5
6

1
8

1
0

.
7

6
6

爛
々

　
r鼠

史
仏

日
鎗

一
(】

873-肝
).r新

柑
汁

蠍
淳

一
(l瑚

-1%3.1913-卸
),r資

産
禿

1計
#簿

一
(lglか

一
叶

).r特
別

文
金

妃
教

淳
一

(1887-1903).r活
計

文
金

記
載

簿
J(188ト

1%3).r活
計

什
暮

簿
一

日
913-叫

)に
上

り
作

成
.円

未
満

四
捨

五
入

.



第
2表

　
　
信
　
同
　
家
　
収
　
支
　
表

年
収

入
肝

ノト
仰

持

収　　
入

貸
金

判
子

公
債

利
子

株
式

配
当

詫
加

己
当

そ
の

他
支

出
計

地　　
凄皿

地
方

税
常

葉
税

地
所

契

=
相

場
2

.6
9

5
円

1
.
6

9
1
円

5
6

1円
円

4
0
円

4
0
3

円
円

7
1

.0
6
8

円
2
2
円

1
3

2
円

8
7

2
.3

0
0

1
.
4

6
1

4
9
4

3
3
3

1
2

7
1

,0
0
7

1
1

5
3

8
8

2
.0

8
6

1
.
3

4
3

4
1
3

3
3
0

7
9

9
0

1
8

7
1

8
9

2
.
3
5

7
1

.
5

5
9

4
0

3
1

0
3

8
5

7
8

3
2

1
2

1
4

5

9
【1

2
.
5
7

4
1

.
8

0
9

3
2
2

1
0

4
3
3

7
8

8
8

2
0

1
7

0

9
1

3
.0

2
ノl

2
,

1
9
0

3
3
0

1
0

4
9
4

7
9

6
8

2
2

1
9

3

9
2

3
.
2
9

5
2

.
5

1
8

2
4
4

1
0

5
2

3
†

9
5
6

2
2

2
3

0

9
3

3
.
1
0

ノl
2

.2
9
6

2
4
6

1
0

4
4

2
8

3
0

†
1

.0
4
3

2
4

3
1
4

9
・l

3
.
2
7

3
2

.
2

6
3

2
6
2

2
8

2
5

3
4

3
8

3
0

J
1

,2
0
7

2
2

2
9

1

9
5

3
.
5
4

1
2

.
5

6
7

1
6
7

2
5

3
1
5

4
4

5
2
2

7
1

.2
6
2

2
4

2
8

0

9
6

3
.寓

4
9

2
.5

4
6

1
5
0

5
4

3
5

6
8

8
2
5

7
1

.3
2
0

1
6

3
0

4

9
7

3
.6

0
2

2
.0

1
5

2
5
0

5
4

7
7

8
2

3
3
台

7
1

,4
1
0

1
9

3
1
0

9
8

4
.
5
2

7
3

.
1
0
7

2
2
6

5
5
5

7
6
0

0
3
3

7
1

.7
0
7

1
7

4
0

8

収
入

紆
′ト

作
料

収　　
入

貸
元

企
入

利
子

立
入

惜
入

金
株

式
配

当

公
用

利
子

不
題的

威

光　　
却

そ
の

他
椚

年
度

煉
地

金
支

出
計

貸
出

金
惜　　　

入

元
利

払
公

租
公

課
学

卒
賓

他

不
動

産

購　　
入

翌
年

度

繰
越

金

9
9

9
.
7
5

2
円

6
.6

8
1
円

2
7

,
3

9
6

円
1

,
2
8

1円
円

1
.
4

1
2

円
2

0
0

円
1

7
7
円

円
9

.
1
5
0

円
円

3
7
6
円

1
,6

0
0
円

6
.5

7
6

円
7
2

円
5
2

7
円

1
9
0

0
4
8

.
7
1

4
7

.
5

5
6

2
1

.
7

3
4

1
.
2
6

2
1
0

.
5
2

0
8

7
1

4
4

3
5

1
4

7
.　

5
2

7
4
8

,7
14

2
9

,8
2
2

8
,
1

6
6

2
,
3

1
3

.
6

,7
3
0

1
,
1

9
6

4
8

6

O
l

3
5

.
2
6

6
6

,6
8
0

1
4

.
7

1
5

1
.
2
3

7
3

,
4
2

4
8

7
6

5
6
2

2
6
8

4
8

6
3
5

,2
6
6

2
3

,2
5
0

3
.
4

6
9

2
,
3
6
0

2
.6

2
2

3
.
0
0

2
5
6
4

0
2

3
1

.8
3

7
7

.8
8
9

9
,
9

6
3

1
.
0
6

4
5

,
6
4

5
7

2
9

7
2
4

5
0

7
5
6

4
3
1

,8
3

7
2
0

,3
5
6

3
,
5

7
6

2
.4

9
0

2
,7

7
9

1
,
8

1
7

8
2
0

0
3

2
3

.2
7

3
8

.
1
1
7

1
8

.
7

8
6

1
,
3
5

6
1

.
9

1
0

7
9
8

7
7

2
3
2

8
2

0
2
3

,2
7
3

1
4

,0
7
3

2
.
1

3
3

2
.7

0
7

3
,1

2
4

2
1

1
,
2

1
5

0
4

3
3

.8
6

2
8

.8
3

1
9

.
2

0
3

1
.
2
7

8
1

,
3
9

2
8

2
2

1
.2

6
5

2
7
4

1
.
2

1
5

3
3

,8
6

2
2
2

,7
0
0

1
.
5

6
9

2
,4

7
1

4
,0

2
7

2
,
1
9

3
9
0

1

0
5

2
1

,
6
3

6
8

.
1
8
8

1
1

,
6

4
7

1
.
2

2
7

9
6

5
1

.0
7
0

8
2

9
0

1
2
1

,6
3
6

1
3

.3
0
4

5
6
9

3
.
1

10
2

,6
9
7

・
1

,
2

3
1

7
2
5

0
6

2
6

,
8
2

2
1
0

.1
4
7

1
1

.
1

6
0

1
.
3

1
6

1
,
3
3

6
1

.5
5
9

9
4

7
2

5
2
6

,8
2

2
1
4

.
7

7
0

2
.
5
4

8
3

.2
6

2
4

,9
0
7

3
7

4
9

6
1

0
7

2
7

.
4

1
0

1
0

,7
4
4

1
0

.
9

7
1

1
.
3
4

5
1

.4
7

3
1

.6
3
8

9
0

9
6

1
2
7

,4
10

1
6

,6
7
2

6
3
3

3
,7

0
3

5
.5

0
7

8
9
5

0
8

2
4

.
6
2

9
7

.9
2
3

1
6

,
1

0
0

1
,
4

5
1

1
.
1
7

4
1

.6
3
3

5
0
3

8
1

8
9

5
2
4

,6
2
9

1
2

,3
8
5

2
.
0

7
3

3
,9

5
8

5
,1

0
1

2
7

8
8

3
4

0
9

3
3

.
8

1
0

8
,5

6
1

1
6

.
1
0

0
'
1

,
3

5
5

1
,
5
4

2
1

5
,2

8
8

1
3
1

8
3

4
3
3

,8
10

2
2

,5
1
3

7
1
0

4
.
1

1
7

4
,6

3
9

1
,
1
8

0
6

5
2

1
0

2
6

,
2
6

1
9

,0
6
9

1
0

.
9

5
2

.1
.
5
0

8
1

.
9

1
0

2
,0

9
5

6
0

4
2

6
5

2
2
6

.2
6

1
1
5

,4
4
9

1
,
0
9

1
4

,2
0

3
4

,0
7
8

8
3

1
6

1
0

1
1

3
2

,
7
7

8
1
1

,6
9
0

1
4

.
4

6
9

1
.
5
6

2
2

.0
6

7
2

.2
5
4

1
2
5

6
10

3
2

,7
7
8

2
2

,0
2
2

6
4

5
4

.3
4

3
4

,9
4
0

8
2
8

1
4

3
4

.
5
3

0
9

,
1
7
4

1
0

.
5

0
6

3
,
0
4

2
6

,
5
3

0
3

,3
7

1
2

0
5

6
4

0
1

,0
6

3
3
4

,5
3
0

2
0

.
5

4
0

1
,
4

2
7

4
,4

4
6

6
,
5

0
2

1
.
0

1
1

6
0
5

備
考

1.r所
得

金
高

届
J(1886-98年

),r金
出

納
決

算
衷

J(1899-1914年
)に

よ
り

作
成

。
円

未
満

四
捨

五
入

.

2.1898年
以
前
の
家
事
費

支
出
,不

動
産
・
有
価
証
券
購
入
(払

込
)支

出
お
よ
び
1899年

以
後
の
有
価
証
券
売
買
に
つ
い
て
は
判
明
し
な
い
。

世
房
・
吼
酎
融
描
法
朝
<頸

鵡
副
>卦

捕
酎
欄
悪
風
(鞄

吊
)

川
1



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

○
升
○
合
(
の
.

収
益
)
」
　
と
し

て
利
回
り
に
相

当
す
る
も
の
を

試
算
し
て
い

る
。
世
話
料
そ

の
他
諸
経
費
が

勘
案
さ
れ
て
い

な
い
の
で
必
ず

し
も
正
確
で
は

な
い
。
但
し
デ

フ
レ
期
を
す
ぎ

て
一
八
九
〇
年

代
に
至
る
と
、

第3表　石井・信岡両家の土地所有規模
(耕宅地、山林)

年　　l　石井家1　信　岡　家
反

280.余
地佃　円

385.2(21,862)

407.2(23,736)

590.6(27,758)

645.7(26,617)

反

92.2+?

485.4

520.3
地価　円

(16,892)

(13,125)

(13,116)

(8,771)

(6,859)

1872～6ごろ

84

9

　

　

7

　

　

3

　

　

9

　

　

4

　

　

0

史

U

　

9

　

1

　

1

　

2

　

3

91

備考　石井家はこの他に塩田を持つ(1897年に

は地価6,478円)。

そ
の
よ
う
な
関

心
が
薄
ら
い
だ
た
め
か
試
算
を
行
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
同
家
が
一
八
八

三
～
九
七
年
の
一
五
カ
年
で
購
入
し
た
土
地
代
金
合
計
九
八
〇
〇
円
の
う
ち
、

六
割
近
く
が
デ
フ
レ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
八
三
1
八
六
年
の
四
年
間
に
集
中
し

て
い
る
。

そ
れ
ら
の
土
地
の
購
入
先
を
金
銭
貸
借
の
対
象
と
の
関
連
で
見
よ
う
と
し
た

の
が
第
四
表
で
あ
る
。
先
に
若
干
の
注
釈
を
付
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
こ
に
掲

げ
た
人
名
は
全
て
で
は
な
く
、
土
地
購
入
先
の
判
明
す
る
一
七
件
の
う
ち
、
の

前
後
三
カ
年
に
貸
借
閲
係
が
認
め
ら
れ
な
い
、
㈱
土
地
所
有
規
模
が
判
明
し
な

三
二

い
、
餌
売
買
規
模
が
些
少
で
あ
る
七
件
を
除
い
た
。
ま
た
、
貸
借
対
象
に
つ
い

て
は
、
土
地
所
有
規
模
の
判
明
す
る
者
を
中
心
に
貸
借
規
模
毎
の
サ
ン
プ
ル
を

あ
げ
て
お
い
た
が
、
無
論
全
体
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
の
で
そ
の
欠
を
補
う

た
め
に
第
五
表
を
用
意
し
た
。
土
地
所
有
規
模
に
つ
い
て
は
出
典
の
年
代
が
区

々
で
あ
る
の
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

土
地
購
入
一
七
件
中
、
石
井
家
と
貸
借
関
係
の
認
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は

(
4
)

三
件
、
う
ち
親
戚
筋
と
思
わ
れ
る
石
井
順
治
を
除
け
ば
二
件
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
う
ち
本
郷
村
の
三
藤
勘
兵
衛
は
明
治
初
年
所
有
地
価
二
四
円
(
三
畝
前
後
)

の
零
細
農
民
で
あ
り
、
一
八
八
二
年
九
月
二
〇
円
を
借
り
た
が
利
息
を
払
う
の

み
で
、
つ
い
に
八
四
年
一
二
月
に
同
年
利
息
四
円
八
〇
銭
と
も
含
竺
ハ
畝
の
土

地
(
そ
の
後
ふ
や
し
た
の
で
あ
ろ
う
)
の
放
出
に
よ
っ
て
清
算
し
て
い
る
(
同

人
は
そ
の
後
一
九
〇
〇
年
に
は
所
有
地
価
再
び
四
五
円
余
ま
で
回
復
し
て
い

る)。し
か
し
全
体
と
し
て
見
れ
ば
利
貸
経
営
と
土
地
購
入
と
は
直
結
し
て
い
る
と

は
言
い
難
く
、
む
し
ろ
利
袋
と
は
別
に
進
ん
で
土
地
を
購
入
し
て
い
る
。
そ
れ

は
大
村
百
治
・
前
田
坂
戌
ら
零
細
良
民
か
ら
の
零
細
地
片
購
入
、
お
よ
び
松
永

村
官
沢
長
兵
街
の
如
き
一
～
二
町
歩
程
度
と
推
測
さ
れ
る
小
地
主
層
か
ら
の
比

較
的
ま
と
ま
っ
た
土
地
の
購
入
、
も
し
く
は
石
井
厩
治
・
重
太
郎
(
中
小
地
主

層
)
ら
一
族
と
思
わ
れ
る
老
か
ら
の
購
入
の
三
に
区
分
し
う
る
。
金
銭
貸
借
で

は
河
村
大
吉
・
村
上
喜
八
に
多
積
の
貸
付
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
主
が

土
地
購
入
等
に
隠
し
相
互
に
融
通
を
行
っ
て
い
る
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

ぅ
。
一
方
で
小
川
孫
右
衛
門
(
自
作
農
層
か
)
な
ど
も
含
め
中
・
下
層
農
に
租

税
・
肥
料
代
等
の
資
金
を
融
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
表
に
は
自
家
小



第
4表

　
石

井
家

土
地
購
入
先
お
よ
び
金
銭
貸
付
対
象
者
の
階
層

人　　　
名

村　
名

土
地

購
入

年
月

日
購

入
反

別
同

地
価

代
l

金
貸

付
年

月
日

貸
付

績
返　

済　
状　

況
.
1

土
地

所
有

規
模

同
左

出
典

徳
永　

九
即

兵
衛

神
`

村
1
8
8
3
.

5
.1

0
玖　

少
5
5
.2

2
円

4
9
6
.6

H
6
8
7
.7

18
8
3

.
1
.

4

〝
.

1

8
2

.
9
.1

8

円
2
0
0
.

1
0
1
.

2
0
.

18
8
3
.

5
.1

2
「
田

地
代

へ
差

継
入

」

8
4
.

1　　
9
1
円

未
済

8
4
.1

2
.3

1　
済

.

A
大　

村　
甘　

治
狼　　

村
8
4
.

1
こ　

2
4
.0

9
3
8
.7

1
1
6
.2

畝　
歩

田　　　
8
.
1
4

前　
田　

疾　
就

本
郷

村
.・

1
.

7
6
.2

0
6
6
.0

9
9
.3

地
価

Z
‡
霊

BC
竹

木
太

郎
右

折
門

〝
〝

7
2
5

5
8

4
1
0
8

4
円

〝　　
5
4
円

16
B
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三

郎
〝

〝
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0
.2

1
1
6
4
:9

2
1
7
.4

〝　
2
9
5
円
4
1

C

石　
井　

昭　
治

吉
永

君
5
.2

7
2
0
.0

6
1
5
3
.5

3
6
0

6
畝　

歩
田　

1
8
8　

0
5

A
宮　

沢　
長

兵
衛

8
5
.

1
.2

1
6
4
.2

7
5
5
8
.3

5
3
0
.0

地
価

4
4
1円
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D

大
村　

四
郎

三
郎

栗　　
村

.
1

5
.0

2
3
4
.6

5
8
.5

畝　
歩

畑
.　

8
.
0
3

A
/

三　
漆　

拗
兵

術
本

郷
村

.
1

6
.1

2
3
5
.7

2
4
.8

地
価

(
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景

B
.

C
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井　

爪
太

郎
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村　

大　
童

聖
布

地
討

8
7
.

1
.2

9
4
3
.1

3
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3
3
.0

3
4
9
.1

8
3
.

1
1

0
0
0

・
8
4

1
2　

済
・

・.
畝　

歩
田　

1
4
0
.
0
3

地
価　

7
9
円
9
3

AD

日
付　

上　
古　

八
金

江
村

1
1
2

I4
0
0

〝　
2　

3　
済

`

名　
方　

契
称

蔵

岡　
田　

儀　
平

鎧
永

欝
.

1
.

4

.
1

1
8
0
.

1
2
8
.

8
3
.1

2
.3

1
済

`

8
4
.

1　　　
1
2
8
円

未
済

小
川　

孫
右

術
門

雲
郷

討
.

1
.1

2
,1

4
70

.
8
3
.

6
.2

2　
8
4
.

1
.

3　
済

.
畝　

歩
田　　

4
0　

0
2

A
小　

田　
新

太
郎

.
2
.

5
3
5
.

8
4
.

1　　　　
3
5
円

未
済

_
地

価
1
8
2
円
4
4

C

岡　
田　

八
三

郎
4′

.1
0
.

6
2

.7
0

〝
.

1
.

6　
済

〝
(
豊

霊
BC

高
橋　

鋭
右

衛
門

東　　
村

.
1

3
.5

0
〝

.
2

.1
6　

済
畝

田
畑　

3
2
.
0
7

A
A

/

小　
川　

治
兵

衛
ク

.
8

.1
4

5
.

〝
.

1
.

3　
済

畝
田　　　

8
.
2
9

A

備
考

1.『
萬

受
払

日
誌

』
・

『
大

福
入

』
に

上
り

作
成

。
2.「

土
地
所
有
規
模
」
出
典
は
、
A=1872～

3年
ご
ろ
東
村
『
田
方
帳
』
、
A′

=同
年
ご
ろ
、
東
村
『
畑
方
帳
』
、
B=1877年

(カ
)本

郷
村
(表

紙
半
欠
、

仮
項
)『

田
畑
宅
地
山
薮
雑
種
地
租
取
調
人
名
綺
』
、
C=1900年

起
本
郷
村
『
戸
等
調
査
簿
』
、
D=1889年

松
永
村
『
田
畑
地
価
筆
数
地
主
人
名
田
抜

薄
』

で
あ

る
。

な
お

、
A、

A′
に

つ
い

て
は

註
2参

照
。

鰭
銅

丁
敏

郎
融

拍
は

朝
<
弱

電
劫

>
卦

瞞
酎

欄
は

載
(
塗

置
)

日
日



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

作
人
の
小
作
料
未
納

分
は
含
ま
れ
て
い
な

い
が
、
潜
に
こ
の
時

期
未
納
が
多
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
、
専
ら

未
納
米
代
金
貸
付
を

記
し
た
帳
簿
が
作
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
し
ば
し
ば
「
貸
金

勘
弁
」
　
さ
れ
て
い

る
。石

井
家
の
土
地
購

入
に
際
し
て
の
資
金
.

繰
り
を
第
一
表
か
ら

弟5表　石井家貸付金規模(1883年度)

備考1.『大福入』により作成。
2.「未済金額」は1884年2月現在のも

の。

3.1人で複数の貸借件数があっても1
人とした。

簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
時
期
活
一
(
家
)
計
費
と
租
税
で
は
ぼ
l
、
二

〇
〇
円
前
後
、
土
地
購
入
額
は
こ
れ
に
匹
敵
す
る
か
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
.

ら
支
出
は
小
作
料
収
入
だ
け
で
は
到
底
ま
か
な
い
き
れ
ず
、
塩
田
収
入
・
利
子

収
入
を
も
動
員
し
、
さ
ら
に
利
払
支
出
の
当
時
期
の
相
対
的
な
多
さ
か
ら
考
え

て
僧
入
金
(
恐
ら
く
先
述
の
地
主
相
互
間
に
よ
る
)
に
多
分
に
依
存
し
て
い
た
.

と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
例
え
ば
一
八
八
六
年
の
如
く
全
収
入
額
に
匹
敵
す
る
額

の
購
入
ほ
、
借
入
金
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
土
地
収
入
に
つ
い
て
、
当
時
期
未
納
米
の
存
在
が
多
か
っ
た
こ
と
は

先
述
し
た
が
、
ま
た
第
六
表
a
・
b
に
よ
れ
ば
小
作
料
収
入
に
対
す
る
公
租
公

三
四

課
負
担
の
割
合
は
こ
の
時
期
最
も
過
重
で
あ
る
。
こ
れ
は
低
米
価
に
よ
る
収
入

金
額
の
減
少
が
、
公
租
公
課
負
担
を
相
対
的
に
高
め
た
結
果
で
あ
り
、
小
作
料

収
入
の
半
分
を
確
保
す
る
の
が
や
っ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
相
侯
っ
て
地
主

経
営
の
安
定
を
阻
ん
だ
と
言
え
る
。

註
(
1
)
　
『
沼
隈
郡
誌
』
二
一
〇
二
頁
。

(
2
)
　
福
山
城
博
物
館
蔵
東
村
『
田
方
帳
』
　
(
年
欠
、
一
八
七
二
～
三
年
ご

.
ろ
と
推
測
さ
れ
る
)
　
に
よ
る
。
な
お
同
村
『
畑
方
帳
』
も
存
す
る
が
、

戸
田
∴
延
江
組
、
宗
改
組
し
か
両
者
存
在
せ
ず
、
石
井
家
の
あ
る
大
谷

組
は
『
田
方
帳
』
の
み
し
か
存
在
し
な
い
。

(
3
)
　
『
福
山
市
史
』
中
巻
一
〇
二
四
～
五
・
一
〇
七
〇
頁
。

(
4
)
　
近
辺
に
石
井
姓
は
多
い
が
、
『
大
福
入
』
な
ど
同
家
史
料
に
「
順
治
」

と
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
毎
年
の
よ
う
に
金
銭
の
融
通
を
う
け
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
し
た
。
な
お
註
(
2
)
の
『
田
方
帳
』
で
は
田

一
町
八
反
余
、
石
井
重
太
郎
(
田
一
町
田
反
)
ら
も
含
め
て
こ
の
ク
ラ

ス
が
　
(
判
明
す
る
限
り
で
は
)
与
七
郎
家
の
九
町
余
に
次
い
で
い
る
。

l
「
地
主
制
確
立
・
興
隆
期

1
、
地
主
制
の
確
立
　
-
　
企
業
勃
興
期

.
の
　
地
主
経
営
の
安
定

地
主
経
営
が
安
定
を
得
る
に
は
以
下
の
三
点
が
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
小
作
経
営
の
安
定
、
の
小
作
料
収
取
の
円
滑
化
、
即
ち
地
代
収
取
機
括
=
差

配
人
制
度
の
整
備
、
川
高
米
価
の
実
現
。
順
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。



弟
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石
井
家
土
地
購
入
先
お
よ
び
金
銭
貸
付
対
象
者
の
階
層
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名
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名
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地

購
入

年
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岱
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績
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.1
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A
A

/
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治
兵

衛
ケ
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8
.1
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5
.

〝
.

1
.

3　
済

畝
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8
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A

備
考

1.『
萬

受
払

日
誌

』
・
『
大
福
入
』
に
よ
り
作
成
。

2.「
土
地
所
有
規
模

」
出

典
は

、
A=1872～

3年
ご

ろ
東

吊
『
田
方
帳
』
、
A′

=同
年
ご
ろ
、
東
村
『
畑
方
帳
』
、
B=1877年

(カ
)本

郷
村
(表

紙
半

欠
、

仮
題

)『
田

畑
宅

地
山

薮
雑

種
地

租
取

調
人

名
綺

』
、

C=1900年
起

本
郷

村
『

戸
等

調
査

恰
』

、
D=1889年

松
永

村
『

田
畑

地
価

筆
数

地
主

人
名

書
抜

誇
』
で
あ
る

。
な

お
、

A、
A`に

つ
い

て
は

註
2参

照
。

倍
増

「
吼

郵
融

消
沈
涌
く
琅
電
惑
>卦

哺
酎
澗
蟻
胡
(鶉

垢
)

日
日



確
立
l
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
成
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

作
人
の
小
作
料
未
納

分
は
含
ま
れ
て
い
な

い
が
、
瀬
に
こ
の
時

期
未
納
が
多
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
、
専
ら

未
納
米
代
金
貸
付
を

記
し
た
帳
簿
が
作
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
し
ば
し
は
「
貸
金

勘
弁
」
　
さ
れ
て
い

る
。石

井
家
の
土
地
購

入
に
際
し
て
の
資
金

繰
り
を
第
一
表
か
ら

第5表　石井寂貸付金規模(1883年度)

備考1.『大福入』により作成。
2.・「未済金額」は1884年2月現在のも

の。

3.1人で複数の貸借件数があっても1
人とした。

簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
時
期
活
一
(
家
)
計
費
と
租
税
で
ほ
ぼ
一
、
二

〇
〇
円
前
後
、
土
地
購
入
額
ほ
こ
れ
に
匹
敵
す
る
か
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
.

1
ら
支
出
は
小
作
料
収
入
だ
け
で
は
到
底
ま
か
な
い
き
れ
ず
、
塩
田
収
入
・
利
子

収
入
を
も
動
員
し
、
さ
ら
に
利
払
支
出
′
の
当
時
期
の
相
対
的
な
多
さ
か
ら
考
え

て
借
入
金
(
恐
ら
く
先
述
の
地
主
相
互
間
に
よ
る
)
に
多
分
に
依
存
し
て
い
た
.

と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
例
え
は
一
八
八
六
年
の
如
く
全
収
入
額
に
匹
敵
す
る
街

.

の
購
入
は
、
借
入
金
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
土
地
収
入
に
つ
い
て
、
当
時
期
未
納
米
の
存
在
が
多
か
っ
た
こ
と
は

先
述
し
た
が
、
ま
た
第
六
表
a
・
b
に
よ
れ
ば
小
作
料
収
入
に
対
す
る
公
租
公

三
四

謀
負
担
の
割
合
は
こ
の
時
期
最
も
過
重
で
あ
る
。
こ
れ
は
低
米
価
に
よ
る
収
入

金
税
の
減
少
が
、
公
租
公
課
負
担
を
相
対
的
に
高
め
た
結
果
で
あ
り
、
小
作
料

収
入
の
半
分
を
確
保
す
る
の
が
や
っ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
相
侯
っ
て
地
主

経
営
の
安
定
を
阻
ん
だ
と
言
え
る
。

註
(
1
)
　
『
沼
隈
郡
誌
』
・
二
〇
二
頁
。

(
2
)
　
福
山
城
博
物
館
蔵
東
村
『
田
方
帳
』
　
(
年
欠
、
一
八
七
二
～
三
年
ご

l
　
ろ
と
推
翻
さ
れ
る
)
　
に
よ
る
。
な
お
同
村
『
畑
方
帳
』
も
存
す
る
が
、

戸
田
∴
延
江
組
、
宗
改
組
し
か
両
者
存
在
せ
ず
、
石
井
家
の
あ
る
大
谷

組
は
『
田
方
帳
』
の
み
し
か
存
在
し
な
い
。

.
(
3
)
　
『
福
山
市
史
』
中
巻
一
〇
二
四
～
五
・
一
〇
七
〇
頁
。

(
4
)
　
近
辺
に
石
井
姓
は
多
い
が
、
『
大
福
入
』
な
ど
同
家
史
料
に
「
順
治
」

と
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
毎
年
の
よ
う
に
金
銭
の
融
通
を
う
け
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
し
た
。
な
お
註
(
2
)
の
『
田
方
帳
』
で
は
田

一
町
八
反
余
、
石
井
重
太
郎
(
田
一
町
四
反
)
ら
も
含
め
て
こ
の
ク
ラ

ス
が
　
(
判
明
す
る
限
り
で
は
)
与
七
郎
家
の
九
町
余
に
次
い
で
い
る
。

二
、
地
主
制
確
立
・
興
隆
期

1
、
地
主
制
の
確
立
　
-
　
企
業
勃
興
期

.
の
　
地
主
経
営
の
安
定

・
地
主
経
営
が
安
定
を
得
る
に
は
以
下
の
三
点
が
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

の
小
作
経
営
の
安
定
、
の
小
作
料
収
取
の
円
滑
化
、
即
ち
地
代
収
取
機
構
=
差

配
人
制
度
の
整
備
、
何
高
米
価
の
実
現
。
順
に
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。



第
6
表
(
a
)
土
・
地
　
　
収
　
　
支
　
　
表
　
　
(
一
カ
年
当
た
わ
の
平
均
積
に
よ
る
)

＼
石　　　　　井　　　　　家

借　　　　　　　問
.　　　　　家

小
作

料
収

入
l

公
租

公
課

日
清　

費
l

差　
引

小
作

料
収

入
公

租
公

課
諸

.
費

差　　　
引

反
当

定
米

18
8
4

1
.7

3
6
円

6
6
1
円

7
1
円

1
,0
0
3
円

2
,2

8
1円

1
,0

5
8
円

1
0
4
円

1
,1

1
8
円

～
8
8

(5
.6

5
)
円

(2
.1

4
)
円

(0
.2

3)
円

(3
.2
7
)
円

(5
.3

8
)
円

(2
.5

2
)
由

(0
.以

)
円

(2
.6

1
)
円　　

1
.2

3
6
石

1
8
8
9

2
,5

3
0

6
2
8

1
4
5

1
,7
5
6

3
,4

3
9

.
9
5
4

2
5
5

2
,2

3
0

～
9
3

3
,7

5
1

7
2
3

1
39

2
,8

8
7

(7
.3

7
)

(2
.0

3
)

(
0
.5

3)
(4

.8
0
)

1
.2

4
3

1
8
9
4

5
,1

3
5

1
,3

8
0

3
66

3
,3

8
8

～
9
8

4
,4

8
6

5
,7

7
8

1
2
,3

79

9
0
9

1
,2
9
4

2
,3

3
6

1
9
6

1
8
8

7
1
6

3
,3

8
0

4
,2

9
5

9
,3
2
7

.

(8
.5

7
)

(2
.3

0
)

(0
.6

1)
(5

.6
5
)

.、
1
.1

7
1

1
8
9
9

7
,8

3
1

1
,4

9
5

2
7
4

6
0
6
0

～
1
9
0
3

(1
2
.2

1
)

(2
.3

3
)

(0
.4

2
)

I
(9

.4
5
)

1
.1

60
1
90

4
1
0
.3

8
3

1
,9

2
3

3
7
0

8
0
8
8

・-
0
8

(1
6
.9

0
)

(3
.1

3
)

(d
.6

0
)

タ
(1

3
.1

6
)

1
.22

7

1
9
0
9

1
1
,9

9
4

2
,0
2
8

4
5
9

9
5
0
6

′-
1
3

1
9
1
3
～

1
7

1
9
1
8
一一

2
2

(1
8
.6

8
)

(3
.17

)
(0

.7
1
)

l
(1

4
.8

0
)

1
.17

1

備
考

1
・

石
井

家
『
所

得
計

算
簿

』
・
信

岡
家

『
所

得
計

算
原

簿
』

.『
所

有
地

定

米
計

算
表

』
に

よ
り
作

成
。

倍
増
・
敏
郎
勘
描
法
両
<報

塞
醐
>卦

購
酎
欄
蛇
餌
(鞄

吊
)

2
・
(
)
内
は
1
反
当
年
り
の
額
。

3.円
未

満
、

()内
は

銭
未

満
切

り
捨

て
。

4・
公
租
公
課
中
、
石
井
家
は
1887年

よ
り
所
得
税
を
含
む
が
、
信
岡
家
は

不
明
な
の
で
含
ま
な
い
。

日
間



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
.
成
型
>
地
王
制
の
諸
拝
賀
(
勝
部
)

潮
の
淋
(
b
)
　
廿
　
　
　
露
　
　
　
点

の
小
作
経
営
の
安
定
的
再
生
産
　
初
め
に
地
主
制
形
成
期
の
事
情
を
示
す
所

の
『
盈
事
調
査
書
』
に
拠
っ
て
小
作
経
営
の
収
支
モ
デ
ル
を
見
る
こ
と
に
し
よ

う
。
第
七
表
・
第
八
表
は
各
郡
二
戸
当
り
平
均
耕
作
規
模
に
お
け
る
収
支
を
算

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
沼
隈
郡
日
米
・
習
作
、
深
津
・
安
部
・
芦
田

・
畠
治
四
郡
=
米
・
麦
作
と
偲
定
し
、
さ
ら
に
仮
に
耕
地
利
用
率
二
〇
〇
%
と

し
て
、
裏
作
収
支
も
合
算
し
て
あ
る
。
.
両
表
い
ず
れ
に
お
い
て
も
一
〇
〇
%
の

裏
作
を
行
う
と
仮
定
し
て
も
な
お
赤
字
を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
自
家
労
賃
部

分
を
切
り
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
黒
字
を
保
つ
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
仮
に
二
戸
五
人
の
家
族
と
し
て
一
人
年
間
低
く
見
積
っ
て
一
石

一
斗
を
食
す
る
場
合
の
米
代
価
二
四
円
七
五
銭
に
す
ら
は
る
か
に
及
ば
な
い
。

ま
た
こ
れ
が
自
小
作
艮
(
仮
に
小
作
地
五
〇
%
)
で
あ
っ
た
場
合
、
即
ち
小
作

料
支
出
の
半
減
を
想
定
し
て
も
、
.
沼
隈
郡
で
「
収
益
」
　
(
カ
ッ
コ
付
き
)
一
五

円
七
三
銭
、
深
津
以
下
四
郡
で
二
二
円
九
〇
銭
と
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ

以
外
の
収
入
の
途
が
な
い
と
す
れ
ば
、
結
局
肥
料
代
を
節
約
し
器
具
損
料
補
項

を
控
え
、
さ
ら
に
食
費
等
を
切
り
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
糊
塗
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
し
か
し
例
え
は
闇
草
の
場
合
は
特
た
多
量
の
施
肥
を
必
要
と
し
、

(
l
)

肥
料
の
節
約
は
即
収
穫
量
・
品
質
の
低
下
を
招
き
、
収
入
の
減
少
に
結
果
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
是
非
と
も
闇
草
加
工
・
織
物
製
造
な
ど
に
よ
る
副
業
収
入
を
必
要
と

(
2
)

す
る
。
一
九
一
一
(
明
治
四
四
)
年
間
田
一
反
当
り
の
畳
表
加
工
収
支
計
算
を
、

機
一
台
当
り
に
換
算
し
、
さ
ら
に
一
八
八
九
年
当
時
の
物
価
水
準
(
『
広
島
県

統
計
書
』
)
　
に
換
算
し
た
の
が
第
九
裏
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
は
年
間
地
撥
一



第7表　小作収支計算(米・間作)

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

表

作

作

合

引】-32.67(自家労賃含めて　10.37)

備考1.1891年刊『農事調査書』による。

2.耕作面積は3反8畝11歩(沼隈郡平均)で、耕地利用率200%と仮定し
た。

第8表　小作収支計算(米・麦作)

作

作

ノゝ
口 計

備考1.前表に同じ。

2・耕作面積は5反7畝17歩(深津・安部・芦田・晶治4郡平均)で、耕地
利用率200%と仮定した。



第9表　地機1台当り畳表加工賃収支計算(1889年当時)

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
餃
塾
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

収　　　　　　　 入 支　　　　　　　 出

畳　 表̀
枚

157.5
円

22.84 蘭

コ.麻

貫
84

8 .7

円
10 .08

3 .38

合 , 可　　 巨 2・84 合　 可
13 .46

差　 引 l 】 9・38
.備考　 註 2参照。

第10表　沼隈郡夏草加工品生産額

備考1.『広島県統計書』により作
成。

2.備後表・英座および1895年
から花道が加わっている。

3.「生産高指数」は単位の違
いから合計・比較できない

ので、便宜上備後表の枚数

に換算したうえで、指数を
計算した。

第11表　沼隈・深安・芦品三郡の
続織物生産額

備考1.『広島県統計書』により作
成。

2.綿織・絹綿交織の合計を出
した。

三
八

台
で
畳
表
一
五
七
・
五
枚
織
っ
た
場
合
の
所
得
は
九

円
三
八
銭
と
な
り
、
晨
業
「
収
益
」
一
〇
円
三
七
銭
に

匹
敵
す
る
。
但
し
こ
の
当
時
の
沼
隈
郡
の
畳
表
推
計

(
3
)

製
造
高
は
約
三
三
万
～
三
八
万
枚
で
、
織
機
推
計
約
五

(
-
)

〇
〇
〇
台
と
す
る
な
ら
、
機
一
台
で
六
六
～
七
六
枚
程

度
と
な
り
右
の
所
得
は
半
減
す
る
。
織
物
業
に
よ
る
副

業
収
入
に
つ
い
て
は
正
確
に
は
判
明
し
な
い
が
、
『
広

島
県
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
こ
の
当
時
福
山
で
機
織
甥
給

女
子
が
二
円
前
後
と
な
っ
て
い
る
か
ら
年
間
四
～
八
カ

月
従
事
す
れ
ば
八
～
二
ハ
円
の
所
得
を
得
る
こ
と
に
な

る
。と

も
あ
れ
以
上
の
如
く
、
小
作
人
は
表
・
裏
作
を
な

し
か
つ
副
菜
収
入
を
得
て
初
め
て
再
生
産
し
う
る
実
態

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
問
題
は
余
業
機
会
の
多
少
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
直
接
証
明
す
る
手
立
は
な
い
。
故
に
蘭
草
加
工
品
・

織
物
な
ど
の
生
産
の
拡
大
=
余
業
機
会
の
拡
大
と
見
放

し
て
考
察
す
る
以
外
に
な
い
。
沼
隈
郡
に
お
け
る
蘭
草

加
工
品
生
産
額
(
第
一
〇
表
)
を
見
れ
ば
、
一
八
九
三

(
明
治
二
六
)
年
頃
よ
り
資
料
に
現
わ
れ
急
速
に
生
産

(
5
)

が
増
大
す
る
輸
出
用
花
道
に
も
負
い
つ
つ
一
八
九
〇
年

代
に
実
質
一
〇
倍
弱
の
生
産
高
の
伸
張
が
確
認
さ
れ

る
。
織
物
業
に
お
い
て
も
、
綿
粒
・
絹
綿
交
織
の
生
産



高
の
飛
躍
的
な
伸
び
が
知
ら
れ
る
(
第
一
一
表
)
。

『
農
事
詞
書
』
に
よ
れ
ば
二
八
毀
年
当
時
、
即
ち
地
主
制
形
成
過
程

の
沼
隈
郡
に
お
い
て
は
「
漁
業
・
蘭
・
席
・
塩
菰
・
素
麺
・
帆
・
木
綿
・
漁
網

等
」
の
副
菜
に
よ
り
「
稗
余
裕
ヲ
存
シ
生
活
寛
カ
ナ
ル
」
状
態
で
あ
っ
た
が
、

深
浮
郡
で
は
「
余
業
ノ
著
シ
キ
モ
ノ
ナ
ク
」
沼
隈
郡
に
比
べ
て
「
小
農
家
.
ニ
シ

テ
殊
二
余
裕
ナ
ク
其
生
計
甚
夕
因
盟
ノ
老
多
シ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
故
に
同

郡
で
は
「
一
朝
凶
年
二
際
ス
レ
ハ
忽
チ
自
家
ノ
生
活
二
影
響
ス
ル
ヲ
以
テ
小
作

定
米
沌
頂
ヲ
請
求
ス
ル
事
甚
シ
ク
、
地
主
小
作
人
ノ
問
常
二
円
滑
ナ
ラ
サ
ル
」

と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
備
後
楕
」
の
主
産
地
の
一
つ
神
辺
地
方
を
含

む
安
郡
部
に
し
て
も
、
「
兼
業
老
少
ク
農
業
一
途
二
従
事
ス
ル
モ
ノ
多
キ
カ
故

二
生
活
自
ラ
困
難
ナ
ル
老
多
シ
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

一
八
九
〇
年
代
=
企
業
勃
興
期
に
お
け
る
、
ま
さ
に
革
命
的
な
生
産
の
増
大

=
余
業
機
会
の
拡
大
は
、
地
主
制
下
の
零
細
耕
作
に
お
い
て
滞
留
す
る
潜
在
的

過
剰
労
働
力
を
一
挙
に
引
き
出
し
、
右
の
如
き
状
態
を
克
服
す
る
重
要
な
挺
子

と
な
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
企
業
勃
興
=
産
業
革
命
開
始
の
過
程

で
、
「
出
稼
型
」
質
労
働
形
態
に
せ
よ
蘭
草
加
工
・
賃
織
の
如
く
家
内
副
業
形

態
を
と
る
に
せ
よ
、
余
業
収
入
を
「
保
証
」
さ
れ
て
小
作
人
は
安
定
的
再
生
産

の
基
礎
を
得
た
。
換
言
す
れ
ば
高
額
小
作
料
と
低
賃
金
の
相
互
規
定
関
係
を
創

訂
す
る
所
の
過
程
に
他
な
ら
な
い
。

㈱
地
代
収
取
機
構
　
松
方
デ
フ
レ
期
を
中
心
と
す
る
急
速
な
土
地
所
有
の
拡
大

日
新
た
な
地
主
小
作
関
係
の
創
出
・
拡
大
に
よ
り
、
小
作
料
納
入
円
滑
化
の
た

め
の
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の

が
、
信
同
家
が
一
八
九
二
(
明
治
二
五
)
年
に
行
っ
た
「
地
代
人
」
設
置
で
あ

確
立
、
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

る
。
そ
の
前
身
は
す
で
に
明
治
初
年
ま
で
に
ほ
お
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(
6
)

が
、
「
感
ア
リ
テ
当
家
ノ
所
有
地
戸
手
へ
地
代
人
ヲ
設
置
ス
ル
」
　
と
し
て
「
戸

(嘱)

手
地
内
所
有
小
作
取
扱
委
属
規
定
」
　
(
以
後
A
と
す
る
)
　
と
「
所
有
地
取
扱
細

(
7
)

則
」
　
(
以
後
B
と
す
る
)
　
を
定
め
た
。
地
代
人
の
任
務
は
「
地
所
に
関
す
る
事

務
ヲ
担
任
シ
渾
テ
地
主
ノ
意
ヲ
履
行
」
す
る
(
A
第
二
款
)
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
「
収
納
期
日
マ
テ
ニ
各
小
作
人
力
年
貢
完
納
可
為
致
候
事
」
(
B
第
二

項
)
が
平
常
の
最
も
基
本
的
な
任
務
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
地
所
及
小
作
毛
上

等
平
素
見
廻
リ
ヲ
為
シ
、
小
作
人
ノ
勉
強
不
勉
強
ヲ
予
テ
視
察
監
督
」
す
べ
き

こ
と
(
B
第
八
項
)
を
義
務
付
け
ら
れ
る
4
さ
て
そ
の
機
能
が
フ
ル
に
発
揮
さ

れ
る
の
は
天
変
地
異
災
害
事
故
の
際
で
あ
っ
た
。
「
毛
上
不
熟
等
ニ
テ
小
作
人

毛
上
見
取
出
願
ス
ル
場
合
ハ
地
代
人
二
於
テ
得
ト
実
地
内
検
」
し
て
「
定
米
二

強
テ
欠
乏
ナ
キ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
懇
第
二
説
諭
ヲ
為
シ
」
用
捨
引
を
断
念
さ

せ
、
「
万
無
止
実
地
不
熟
ト
認
定
ス
ル
場
合
ハ
其
坪
々
内
検
下
見
帳
ヲ
製
シ
」

「
地
主
検
査
」
を
経
た
の
ち
「
用
捨
引
米
ヲ
得
テ
小
作
人
へ
示
談
シ
定
米
完
納

可
為
致
供
事
」
が
要
請
さ
れ
る
　
(
以
上
、
第
五
項
)
。
地
代
人
は
自
村
を
三
組

に
分
け
て
設
置
さ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
下
戸
手
組
の
信
岡
平
太
郎
は
、
・
一
九
〇

二
(
明
治
三
五
)
年
当
時
、
耕
宅
地
一
町
四
反
程
度
の
小
地
主
で
醤
油
製
造
・
卸

(
8
)

売
・
小
売
業
を
営
な
み
学
務
委
員
を
務
め
て
い
る
人
物
で
も
あ
り
、
他
の
二
人

も
同
程
度
の
小
地
主
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
地
代
人
は
信
岡
家
の
地
主
と
し
て
の
命
脈
を
支
え
る
重
要
な

機
能
を
担
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
当
初
は
自
村
内
の
み
に
設
置
し
た
が
、
一
九

(
9
)

〇
〇
年
に
は
他
村
の
所
有
地
に
も
一
〇
人
お
か
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。

石
井
家
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
三
年
か
ら
す
で
に
「
世
話
人
料
」
の
支
出
が

三
九



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
塑
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

見
え
る
が
具
体
的
に
は
知
り
得
な
い
。
し
か
し
、
印
刷
さ
れ
た
　
「
耕
地
小
作

証
」
が
未
使
用
の
ま
ま
幾
部
か
残
っ
て
事
て
、
年
代
は
「
明
治
廿
　
年
　
月

日
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
一
八
八
〇
年
代
末
～
九
〇
年
前
後
に
印
刷
し
て
使

用
し
た
そ
の
残
部
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
五
ヶ
条
に
わ
た
る
が
そ
の
主
な
も
の

を
見
て
み
よ
う
。
小
作
期
限
は
「
五
ヶ
年
ヲ
以
テ
一
期
ト
」
す
る
が
地
主
が

「
地
所
入
用
ノ
節
ハ
…
…
時
日
ヲ
論
セ
ス
命
二
応
シ
速
カ
ニ
返
還
ス
へ
シ
」

(
第
一
条
)
と
、
土
地
引
上
げ
規
定
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
他
に
「
定
米
ハ
米

質
ヲ
遥
ヒ
粗
製
ナ
キ
様
注
意
シ
、
尚
組
俵
二
水
気
ヲ
ナ
サ
ズ
俵
持
ハ
充
分
念
入

調
製
ス
べ
シ
」
　
(
第
二
条
)
、
「
地
味
ヲ
害
ス
ル
肥
料
等
ハ
決
シ
テ
用
ズ
、
永
遠

了
テ
土
地
ノ
利
益
ヲ
計
ル
へ
ご
(
第
三
粂
)
な
ど
の
規
定
が
あ
る
。
一
l
こ
れ
も

新
た
な
地
主
小
作
関
係
の
拡
大
に
よ
っ
て
小
作
人
管
理
対
策
が
必
要
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
た
一
つ
の
証
左
で
は
あ
る
ま

ヽ
　
、
.
〇

、
し
,
刀

回
米
価
の
上
昇
　
全
国
大
都
市
を
中
心

に
し
て
企
業
勃
興
期
に
は
い
っ
た
と
は

言
え
、
第
一
二
表
の
よ
う
に
一
八
八
〇

年
代
末
は
ま
だ
当
地
方
で
も
低
米
価
が

放
い
て
お
り
、
晨
村
部
を
大
且
毘
拘
え

る
こ
の
地
方
で
は
景
気
の
回
復
が
遅
れ

こ
の
時
期
に
は
企
業
の
勃
興
現
象
は
見

ら
れ
な
い
。
一
八
九
〇
年
を
過
ぎ
る
あ

た
り
か
ら
米
価
は
上
昇
を
始
め
、
特
に

九
〇
年
代
後
半
に
は
一
〇
年
前
の
二
倍

第12表　石当米価の推移(一か年平均)

四
〇

の
水
準
ま
で
は
ね
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
側
面
に
お
い
て
影
響
を
及

ぼ
す
。
一
つ
は
、
米
価
の
上
昇
1
物
価
全
体
の
上
昇
が
金
利
低
下
と
相
侠
っ
て

好
景
気
を
招
き
企
業
熱
を
刺
激
す
る
。
勿
論
こ
の
間
に
日
清
粒
争
を
は
さ
み
、

(
1
0
)

軍
需
に
よ
る
刺
散
も
作
用
す
る
。
二
つ
は
、
地
主
層
の
収
入
増
大
l
土
地
経
営

収
支
の
好
転
で
あ
る
。
由
掲
第
六
表
a
中
の
信
同
家
反
当
収
入
を
見
れ
ば
、
ほ

ぼ
米
価
の
上
昇
と
歩
調
を
同
じ
く
し
て
増
大
し
て
い
る
。
他
方
支
出
は
殆
ど
変

わ
ら
ず
収
入
増
大
が
そ
の
ま
ま
収
益
の
増
大
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果

一
八
九
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、
両
家
と
も
収
入
中
の
六
～
七
割
を
確
保
す
る
こ

と
に
な
っ
た
　
(
同
表
b
)
。
な
お
両
家
と
も
、
以
後
に
お
い
て
も
小
作
料
の
増

(‖)

額
改
訂
は
一
切
な
く
、
収
入
の
増
加
は
ほ
ぼ
米
価
の
上
昇
に
負
っ
て
い
る
。
こ

ヽ

れ
は
高
位
生
産
力
地
帯
で
当
初
か
ら
高
額
の
小
作
料
を
得
て
い
た
、
ま
た
そ
れ

故
に
鋭
い
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
<
近
蒼
型
>
地
主
の
一
つ
の
特
徴
と
考
え
ら

れ
る
。
但
し
同
じ
<
近
故
型
>
地
主
と
さ
れ
る
岐
阜
県
安
八
郡
棚
橋
家
で
は
、

一
八
八
六
年
・
(
軋
)
九
〇
四
⊥
ハ
年
の
二
度
に
わ
た
る
小
作
料
引
上
げ
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
お
り
.
、
今
後
の
検
討
を
ま
ち
た
い
。

石
井
家
で
は
こ
の
時
期
、
一
八
九
二
(
明
治
二
五
)
年
ま
で
一
反
三
畝
は
ど

手
作
を
行
っ
て
い
た
が
畑
地
に
ゴ
ボ
ウ
・
里
子
・
生
姜
な
ど
を
作
っ
て
い
る
程

度
で
、
専
ら
自
給
的
に
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
も
九
三
年
か
ら
ほ

全
く
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。

物
　
地
代
の
資
本
転
化
の
開
始

石
井
・
信
岡
両
家
に
お
け
る
有
価
証
巻
投
資
は
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
急
達

(
1
3
)

に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
企
業
の
勃
興
と
軌
を
一
に
す
る
所
で
あ
り
、
殆

ど
地
元
株
へ
の
投
資
で
、
鉄
道
お
よ
び
と
く
に
銀
行
へ
集
中
し
て
い
る
。



第13表　石井家の有伍証券払込額・購入額

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

(単色　 円)

＼ 窮 ハ 十 ハ

銀　　 行

松　　 木

為 換 会 社

福 山銀 広 島　 県

農 工 銀 行
三 原 銀 行 福 山紡 績 京 釜 鉄 道 軍 事 公 債 会　 計

18 87 2 96

29 6
29 6

9 4 60 0
クGn 1 15 6

9 5 29 6 80 0
2 .(X 氾 3 09 6

松 永 銀 行

9 6 29 6 1 ,25 0
2 (X 将 3 封 6

9 7 *　 3 ,0 9 5 1 ,25 0 302 8 0 8 2 ,∝粕 7 ,4 5 5

98 *　 4 ,6 75 1 ,4 00 3 92 120 8 70 .5 2 ,(氾0 9 ,4 57 .5

99 *　 4 ,4 35

*　 4 ,43 5

1 ,4 00 4 72 120 1 75 8 70 .5 2 ,0 )0 9 ,4 57 .5

19 00 1 ,80 0 5 52 2 40 3 50 8 70 .5 2 (X 将 10 2 17　5
0 1 *　 4 ,43 5 2 ,00 0 52 2 36 0 ・ 4 20 80 7 .5 3 5 2 (X 的 10 67 2 5
0 2 *　 4 ,43 5 2 ,50 0 52 2 1 ,84 9 .6 59 5 89 8 7 0 2 1X 氾 12 89 9
0 3 ♯　 4 ,43 5 2 ,50 0 ●　　 33 1 1 ,84 9 .6 59 5 ●3 89 8 22 0 ●2 2 6(X )

.6

13 44 9 6備 考 1・*　 一部に推計を含む.

2・■2　この内6㈹円は勧葉公憤.

3・*3　この年福島紡績に合併される.

第14表　配当収入および各社配当率

(霊霊芸禁芸琵完;,「合汁戯年平均柏り
＼ 第 六 十 六

銀　　 行
松　　 永

為 換 会 社
福 山 歳 行

広　 島　 県

農 工 銀 行
三 原 銀 行 福 山 紡 頴 京 釜 鉄 道 軍 事 公 債 会　 計

1 8 8 7
下 10　 円

下　 5 .0 0 %

円

%

円

%

円

%

円

%

円

グム

円

%

円

%

・ 10　 円

6 .7 6 %

9 4
2 8

1 4 .0 0

34 .5 0

1 1 .0 0

6 2 .50

9 . 1 1

9 5
23

14 .由

90

1 1 .2 5

7 0 .6 5

3 .5 3

1 8 8 .6 5

8 .3 3

9 6 2 3

14 .0 0

松 永 銀 行

10 8 .5 0

9 .8 5

1∝)

5 .∝I

2 36 .5 0

7 .9 8

9 7
15 2 .1 0 10 0 2 2 .5 0 下 2 0 1的 39 4 .6 0

1 0 .4 2 8 .0 0 9 .0 0 下 - 4 .00 ご　5 .∝I 6 .8 1

9 8
2 5 5 .2 0 1 2 0 .6 5 3 1 4 3 .0 1 l的 5 4 9 .8 5

8 .0 0 9 .0 0 1 0 .0 0 8 .(氾 5 .的 6 .9 8

9 9
2 4 7 .5 0 1 26 3 2 .8 0 9 .6 下　 6 . 16 8 4 . 37 1の 6 0 6 .4 3

7 .5 0 9 .0 0 8 .0 0 8 .0 0 下　 3 . 52 1 5 .0 0 　 5 .0 0 7 . 3 5

1 9 0 0
2 64 14 1 35 .2 0 1 7 ` 52 ・ 2 4 .5 0 0 7 1∞ 5 3 2 .2 2

8 .0 0 9 .00 8 .0 0 7 .9 6 7 .7 9 〝 5 .0 0 6 . 17

0 1
2蝕 1 5 4 .80 4 0 2 6 .4 0 1 3 0 .1 0 ニ 　 0 7 下 1 .0 5 ・ 1の 6 1 6 .3 5

8 .00 8 .0 0 8 .00 8 .00 8 .0 5 〝 下　 3 .0 0 5 .0 0 6 .4 2

0 2
2 6 4 54 2 5 13 3 .9 0 3 8 .50 ・ 0 7 3 .3 6 1叩 6 18 .0 2

8 .0 0 手 芸・5 0
: 5 .0 0 8 .5 9 6 .8 8 〝 5 .4 5 5 .0 0 4 .8 8

0 3
2 6 4 1 50 7 .5 0 ° 1餌 .8 0 3 5 0 7 7 . 2 * q o 5 .1 0 . 7 3 3 .6 0

8 .0 0 6 .0 0 上 0
下　 2 .5 0

1 0 .6 7 5 .8 8 〝 6 .0 0 4 .2 4 　 4 .7 2

信 孝 1 ・銭 位未 満切 捨 て.

2・表中、上・下とあるのはそれぞれ上半期・下半期を示す.

3・配当率は実際に払込まれた鏡面に対する配当額の割合・年平均利回りは購入額(払込の場合は払込額)に
対する割合の平均値.

なお・払込の場合各期の途中で払込まれるため・配当率・利回。とも欄額を勘案し各々一期分として
算出してある(但し表中上段は実際の配当収入1

l・●2:この内5・10円は勧業公債利子.



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
炭
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

第
一
三
表
・
第
一
四
表
な
ど
に
よ
っ
て
、
石
井
家
の
株
式
購
入
の
動
機
を
考

え
て
み
ょ
う
。
一
八
八
七
(
明
治
二
〇
)
年
に
第
六
六
国
立
銀
行
株
四
株
(
額

面
二
〇
〇
円
)
を
二
九
六
円
で
購
入
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
事
情
は
判
ら
な

い
。
し
か
し
同
行
株
式
の
配
当
率
は
九
〇
年
二
二
%
、
九
三
年
以
降
四
年
続
け

て
一
四
%
と
高
配
当
が
続
き
、
そ
れ
が
為
か
九
七
年
に
新
・
旧
株
(
額
面
二
、

六
四
〇
円
)
を
合
わ
せ
て
三
、
六
七
九
円
で
購
入
し
て
い
る
。
殊
に
旧
株
八
株

は
額
面
四
〇
〇
円
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
実
に
一
、
一
二
七
円
で
購
入
し
て
い

る
。
こ
れ
も
旧
株
の
高
配
当
の
結
果
と
思
わ
れ
る
が
、
石
井
家
で
は
購
入
価
額

が
昂
騰
し
よ
う
と
高
配
当
に
よ
っ
て
十
分
そ
れ
に
見
合
う
利
回
り
が
期
待
で
き

る
と
見
放
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
株
の
購
入
先
は
複
数
で
あ
る
が
、
全
て
八

杉
善
右
衛
門
な
る
人
物
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
て
い
る
。
石
井
家
で
は
同
年
や
は

り
彼
を
通
し
て
福
山
紡
績
株
、
福
山
銀
打
株
を
購
入
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中

介
者
の
存
在
も
地
主
の
株
式
投
資
に
き
っ
か
け
を
与
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
.
　
　
　
　
1

ま
た
同
家
で
は
地
元
の
松
永
銀
行
(
銀
行
類
似
会
社
松
永
為
換
会
社
が
一
八

九
六
年
発
展
的
に
解
消
)
　
へ
も
積
極
的
に
参
加
し
、
猪
之
助
は
取
締
役
に
就
任

し
て
い
る
。

一
方
信
国
家
が
投
資
を
行
う
一
例
は
、
一
八
九
七
～
八
年
に
か
け
て
備
後
銀

行
設
立
に
あ
た
り
担
当
発
起
者
が
「
数
回
来
談
シ
当
家
へ
勧
誘
」
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
局
六
四
株
(
額
面
三
、
二
〇
〇
円
)
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
り
仁

(
1
4
)

三
郎
は
取
締
役
に
就
任
し
て
い
る
。
同
家
で
は
こ
れ
以
外
に
も
福
山
銀
行
・
松

永
銀
行
・
広
島
県
農
工
銀
行
・
福
山
貯
蓄
銀
行
な
ど
へ
積
極
的
に
出
資
し
、
福

山
急
行
・
福
山
貯
蓄
銀
行
の
各
取
締
役
、
松
永
銀
行
の
監
査
役
を
兼
任
し
て
い

る
。こ

う
し
て
彼
ら
大
地
主
層
が

大
株
主
1
役
員
と
な
る
こ
と
に

ょ
っ
て
銀
行
運
営
を
通
じ
地
域

経
済
の
金
融
的
更
を
掌
提
し
て

ゆ
く
。
一
方
よ
く
言
わ
れ
る
様

に
、
銀
行
に
対
す
る
信
用
に
よ

っ
て
地
主
資
金
運
用
上
の
有
利

な
態
勢
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
例

え
ば
信
岡
家
に
お
い
て
、
一
八

九
八
(
明
治
三
一
)
年
福
山
銀

行
に
対
し
て
そ
れ
ま
で
の
平
六

名
儀
当
座
預
金
借
越
の
板
抵
当

書
入
れ
を
解
除
し
た
う
え
で
、

▼
新
た
に
田
三
町
二
反
を
根
抵
当

.
に
書
入
れ
二
、
0
0
0
円
ま
で

の
過
振
り
を
可
能
に
し
た
。
ま

た
一
九
〇
三
年
に
は
同
行
に
対

一
し
五
〇
〇
円
の
無
担
保
過
振
り

‥
契
約
を
結
ん
で
い
る
な
ど
で
あ

(
1
5
)

る
。し

か
し
銀
行
株
へ
の
出
資
は

大
地
主
層
の
み
で
は
な
い
。
第

弟15表　備後銀行株主構成1899年下期(単位　人)



一
五
表
に
よ
っ
て
設
立
当
初
の
備
後
銀
行
の
株
主
構
成
が
判
る
が
、
史
料
の
制

約
か
ら
下
層
株
主
ほ
ど
土
地
所
有
規
模
が
判
明
し
に
く
く
な
り
、
殊
に
五
株
以

下
は
全
く
確
認
し
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
史
料
の
性
格
上
、
確
認
で
き
な
か
っ

た
者
の
大
半
は
所
得
三
〇
〇
円
以
下
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
甲
奴
郡
の
一
〇
～
二
〇
町
歩
地
主
が
設
立
主
体
と
な
っ
て
一
〇
〇

扶
以
上
大
株
主
を
楕
成
し
、
信
同
家
(
六
四
株
)
・
森
信
家
(
一
〇
〇
株
-
二

八
町
歩
)
な
ど
大
地
主
層
が
加
わ
っ
て
役
員
を
括
成
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
ら
の
出
資
額
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
資
金
が
二
〇
～
五
〇
株
層
か
ら

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
判
明
す
る
限
り
で
は
一
〇
～

二
〇
町
歩
の
中
地
主
層
が
中
心
で
あ
る
が
、
圧
倒
的
な
不
明
部
分
の
多
く
は
先

の
点
か
ら
考
え
て
五
町
歩
以
下
の
小
地
主
屑
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま

り
端
的
に
言
う
な
ら
広
汎
な
小
地
主
と
中
地
主
の
資
金
を
一
株
=
五
〇
円
と
い

う
株
式
の
形
で
社
会
的
に
集
中
し
、
設
立
主
体
者
ら
の
自
己
資
金
に
倍
す
る
資

(
1
5
)

金
を
動
員
し
え
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
「
地
代
」
の
転
化
形
態
を
中
心
と
す
る
資
金
は
銀
行

を
通
じ
て
ど
こ
へ
流
通
し
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
少
し
検
討
し
て
み
ょ
う
。

先
の
備
後
銀
行
に
お
い
て
ほ
、

十
二
月
中
旬
以
降
ハ
地
方
葉
煙
草
買
収
ノ
時
機
二
人
リ
ク
リ
ト
、
京
阪
取
引

大
節
季
二
際
ス
ル
ト
ニ
因
り
大
二
資
本
ノ
需
用
ヲ
増
シ
預
金
ハ
漸
次
減
少
シ

テ
当
座
預
金
ハ
殆
ン
ト
払
底
セ
ソ
ト
シ
、
需
用
ハ
益
ス
増
加
シ
テ
底
止
ス
ル

(
1
7
)

ノ
期
ナ
キ
ノ
感
ア
リ

と
述
べ
ら
れ
、
府
中
を
中
心
と
す
る
刻
煙
草
製
造
業
へ
の
資
金
動
員
を
確
認
し

う
る
。
ま
た
芦
品
銀
行
に
お
い
て
も
「
薫
煙
買
収
ノ
時
椀
二
迫
り
需
要
頓
二
増

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

加
シ
、
一
層
繁
劇
ヲ
極
メ
タ
リ
」
　
(
一
八
九
八
年
下

期
、
第
一
期
『
営
業
報
告
書
』
)
　
と
述
べ
ら
れ
同
様

の
事
情
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
刻
煙
草
製
造
業
者
の
う

ち
中
小
地
主
を
中
心
と
し
て
資
金
が
供
給
さ
れ
て
い

(
1
8
)

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
∴

ま
た
松
永
銀
行
に
お
い
て
酢
「
当
行
取
引
花
道
ノ

商
況
…
…
」
　
(
一
八
九
七
年
上
期
、
第
九
期
『
営
業

報
告
書
』
)
、
花
道
の
濫
造
・
不
捌
き
に
よ
り
「
闇
草

ハ
随
イ
テ
暴
落
ト
ナ
リ
集
散
少
数
商
人
持
晶
ト
ナ

リ
、
是
等
変
兆
ハ
当
行
二
波
及
シ
ク
リ
」
　
(
一
九
〇

二
年
上
期
、
第
一
九
期
同
前
)
な
ど
の
記
述
か
ら
も

蘭
草
加
工
業
と
の
取
引
=
、
融
資
が
知
ら
れ
る
。
同
加

工
業
者
(
工
場
経
営
)
に
は
零
細
土
地
所
有
者
ま
た

は
無
所
有
者
が
好
況
期
に
の
み
製
造
規
模
を
拡
大
す

る
例
と
、
中
小
地
主
層
に
よ
る
マ
ニ
ュ
経
営
の
例
と

(
1
8
)

の
二
通
り
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
松
永

銀
行
が
取
引
を
行
っ
た
の
は
後
者
の
例
お
よ
び
「
集

散
商
人
」
ら
で
あ
ろ
う
。

備
後
織
物
業
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
福
山
銀
行
が

「
地
方
特
産
木
綿
織
物
ノ
如
キ
モ
兎
角
好
調
ノ
足
取

ヲ
示
サ
ス
、
夏
物
仕
入
モ
惣
体
不
況
二
終
レ
ル
有
様

ニ
テ
金
融
上
更
二
活
動
ヲ
皇
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
リ
シ
」

(
一
九
〇
二
年
上
期
、
第
二
二
期
『
営
業
報
告
書
白
)

第16表　福山銀行(1898年下)・芦品銀行(1900年下)の抵当質物



確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

と
述
べ
て
い
る
様
に
重
要
な
取
引
先
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
同
行
お
よ
び
芦
品
銀

行
の
抵
当
質
物
内
訳
(
第
一
六
表
)
か
ら
も
織
物
業
関
係
者
へ
の
融
資
の
存
在

が
窺
え
る
。

そ
こ
で
簡
単
に
備
後
織
物
業
の
こ
の
時
期
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
述
べ
て

お
こ
う
。
一
八
八
〇
年
代
前
半
に
賃
機
制
が
普
及
し
た
も
の
の
、
産
業
革
命
期

に
は
い
っ
て
部
分
的
に
マ
∴
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
も
形
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
唯
一

の
大
マ
ニ
ュ
で
あ
る
福
山
織
物
合
資
会
社
が
新
織
機
一
五
〇
台
・
職
工
二
〇
〇

人
を
擬
し
て
一
八
八
八
(
明
治
二
一
)
年
開
業
、
年
産
五
万
反
を
誇
っ
た
。
し

か
し
「
粗
製
濫
造
工
女
争
奪
」
に
よ
り
わ
ず
か
三
年
に
し
て
解
散
す
る
。
こ
れ

に
限
ら
ず
い
ず
れ
の
て
こ
ュ
も
安
定
的
な
基
盤
を
持
ち
え
ず
結
局
分
散
化
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
は
賃
織
=
晨
村
家
内
工
業
の
事
実
上
の
低
賃
金
労
働
と
壁
高
度

の
労
働
時
間
と
に
基
づ
く
低
コ
ス
ト
に
対
し
、
同
じ
手
労
働
に
立
脚
す
る
マ
ニ

ュ
が
労
働
生
産
性
の
向
上
に
よ
る
コ
ス
ト
引
下
げ
を
以
て
し
て
は
対
抗
し
え
な

(
1
9
)

い
事
情
を
示
し
て
い
る
。
か
つ
ま
た
マ
ニ
ュ
経
営
主
の
多
く
が
同
時
に
問
屋
制

商
業
資
本
で
も
あ
り
、
広
汎
な
小
営
業
・
問
屋
制
家
内
工
業
と
不
可
分
に
錯
綜

融
合
し

か
っ
た

て
い
た
た
め
純
粋
な
意
味
で
の
独
立
的
な
マ
ニ
ュ
形
成
は
ほ
と
ん
ど
な

(
2
0
)

°

つ
ま
り
芦
品
郡
の
餅
、
神
辺
・
沼
隈
郡
水
呑
地
方
の
縞
の
い
ず
れ
に
お
い
て

も
そ
の
生
産
形
態
ほ
主
調
と
し
て
問
屋
制
形
態
で
あ
り
、
一
八
九
〇
年
代
の
生

産
の
拡
大
は
問
屋
制
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
「
地
機
」
時
代
に
生
産
者

農
民
が
有
し
て
い
た
「
独
立
性
」
は
、
紡
績
糸
の
導
入
と
と
も
に
こ
の
過
程
で

(
2
1
)

喪
失
し
て
ゆ
き
、
事
実
上
の
賃
労
働
者
に
、
即
ち
J
a
m
m
e
r
h
O
h
官
に
転
化

せ
ら
れ
た
。
一
方
こ
の
編
成
替
え
の
過
程
で
(
と
く
に
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
)

四
四

有
力
な
織
屋
お
よ
び
中
小
紙
屋
を
編
成
し
て
ゆ
く
糸
商
(
買
次
商
)
が
、
先
述

V
蝉
凡

し
た
銀
行
の
融
資
を
受
け
て
生
産
・
取
引
の
拡
張
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
福
山
銀
行
の
一
八
九
六
年
下
期
、
第
二
期
『
営
業
報
告
書
』
所
載
の
貸
借

対
照
表
で
、
貸
方
中
割
引
手
形
(
ほ
と
ん
ど
約
束
手
形
)
は
三
八
、
八
九
八
円

と
な
っ
て
お
り
貸
付
金
・
貸
越
金
合
計
額
の
半
分
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

手
形
割
引
機
関
と
し
て
の
銀
行
の
必
要
性
も
こ
の
過
程
に
生
じ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。

要
約
す
れ
ば
、
一
八
九
〇
年
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
織
物
業
・
蘭
草
加
工
業

な
ど
在
来
産
業
の
展
開
=
編
成
替
え
は
地
方
銀
行
存
立
の
基
盤
を
与
え
、
逆
に

地
方
銀
行
の
設
立
に
よ
っ
て
集
中
さ
れ
た
社
会
的
資
金
が
在
来
産
業
の
中
心
的

担
い
手
(
主
に
中
小
地
主
)
へ
撒
布
さ
れ
そ
の
展
開
を
助
長
す
る
と
い
う
揺
造

が
、
ま
さ
に
こ
の
企
業
勃
興
期
に
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
地
主
層
に
よ

る
地
代
の
資
金
転
化
は
ま
さ
に
か
か
る
過
程
に
お
い
て
開
始
さ
れ
、
そ
の
地
位

を
金
融
掌
掟
に
よ
っ
て
強
化
さ
せ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
小
作
料
へ
の
寄
生
の
成

立
l
地
代
の
資
本
転
化
1
産
業
利
潤
へ
の
寄
生
の
成
立
日
低
質
労
働
力
の
析
出

l
小
作
経
営
の
安
定
1
小
作
料
へ
の
寄
生
の
成
立
と
い
う
窃
環
が
論
理
的
に
も

成
立
し
地
主
制
は
確
立
し
た
。

2
、
地
主
制
の
興
隆
の
　
-
　
産
業
資
本
確
立
期

の
　
地
代
の
資
本
転
化
の
「
本
格
化
」

日
清
戦
後
恐
慌
、
と
く
に
一
九
〇
〇
～
一
年
恐
慌
は
当
地
方
に
も
甚
大
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。

地
主
資
金
を
結
集
し
て
一
八
九
三
年
萌
治
二
六
)
年
設
立
さ
れ
咤
山
紡

績
は
、
一
九
〇
〇
年
北
清
事
変
で
市
場
を
断
た
れ
赤
字
を
計
上
し
た
が
、
以
後



無
配
当
が
続
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
前
掲
第
一
四
表
)
。

ま
た
生
糸
不
況
の
な
か
で
備
後
製
糸
会
社
社
長
で
あ
り
五
〇
町
歩
地
主
で
も

あ
っ
た
神
野
利
右
待
門
が
、
一
九
〇
一
年
破
産
を
宣
告
さ
れ
た
。
神
野
が
最
大

の
株
主
で
あ
り
ま
た
専
務
取
締
役
で
も
あ
っ
た
松
永
銀
行
は
、
神
野
が
個
人
的

に
信
用
し
て
い
た
多
額
の
金
が
不
良
債
権
と
な
り
欠
損
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
〇
二
年
上
期
配
当
二
・
五
%
、
下
期
無
配
当
と
な
っ
た
　
(
同
上
表
)
。
翌

〇
三
年
上
期
も
二
・
八
%
と
低
配
当
が
続
い
て
お
り
影
響
の
深
さ
を
知
り
得
る
。

信
同
家
で
は
神
野
破
産
の
報
に
接
す
る
や
、
「
神
野
氏
　
(
松
永
銀
行
の
ー
注
)

専
務
取
締
役
中
多
分
借
用
金
」
し
た
覇
が
「
到
底
損
失
ト
見
込
」
　
同
行
株
が

「
直
段
下
直
ニ
ナ
ル
ヲ
貞
シ
テ
」
二
〇
株
を
払
込
額
で
売
却
す
る
と
い
う
機
敏

(
2
4
)

な
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

福
山
銀
行
に
お
い
て
も
「
日
清
戦
役
以
後
経
済
界
ノ
激
変
、
各
種
事
業
ノ
必

敗
、
不
景
気
ノ
持
続
ハ
遂
二
債
権
ノ
不
確
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
生
ス
ル
ー
一
至
り
」
　
「
紡

績
会
社
二
対
ス
ル
債
権
ヲ
始
メ
其
他
不
確
実
ナ
ル
モ
ノ
ハ
一
先
之
ヲ
欠
損
ト
見

倣
シ
充
分
ナ
ル
刷
新
ヲ
加
フ
ル
」
た
め
に
、
〇
三
年
七
月
三
〇
万
円
の
資
本
を

一
八
万
円
に
減
資
、
残
金
一
二
万
円
を
欠
損
補
唄
に
充
て
た
(
一
九
〇
三
年
上

期
、
第
一
五
期
『
営
業
報
告
書
』
)
。
加
え
て
〇
三
年
上
期
は
無
配
当
、
下
期
二

・
五
%
の
低
配
当
と
な
っ
て
お
り
　
(
同
上
表
)
、
大
株
主
に
は
二
重
の
打
撃
で

あ
っ
た
。

福
山
紡
績
は
結
局
〇
三
年
三
月
大
阪
の
福
島
紡
績
に
合
併
さ
れ
た
が
、
資
産

評
価
額
の
七
割
で
売
却
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
役
員
で
あ
っ
た
者
も
悉
く
経
営
か
ら

排
除
さ
れ
、
合
併
交
渉
に
あ
た
っ
た
河
相
三
郎
(
一
二
町
歩
地
主
)
一
人
が
地

(
2
5
)

元
監
視
役
と
し
て
役
員
に
ふ
み
と
ど
ま
っ
た
の
み
で
あ
る
。
こ
の
様
に
地
方
資

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

本
が
中
央
資
本
に
併
合
さ
れ
、
設
立
者
た
る
地
元
大
地
主
が
経
営
か
ら
排
除
さ

れ
て
ゆ
く
と
い
う
事
態
は
産
業
資
本
確
立
期
に
お
け
る
地
方
経
済
の
編
成
上
誠

に
象
徴
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

信
同
家
に
つ
い
て
言
え
は
、
こ
の
〇
一
～
ひ
三
年
の
三
カ
年
で
株
主
と
し
て

「
総
額
壱
万
円
余
ノ
失
態
ヲ
受
ケ
日
夜
心
痛
二
光
陰
送
り
居
ル
次
第
」
　
で
あ

り
、
「
誠
二
残
念
-
一
不
堪
、
後
釆
堅
ク
注
意
シ
地
方
株
ヲ
持
べ
カ
ラ
ス
　
右
之

事
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
地
方
会
社
ノ
役
員
ハ
渾
テ
辞
任
ツ
タ
ル
訳
ナ
リ
」
と
『
永
代

(
2
6
)

日
誌
簿
』
に
記
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

但
し
判
明
す
る
限
り
で
は
後
ま
で
中
央
棟
を
持
つ
こ
と
は
な
く
再
度
役
員
に

(
2
6
)

も
就
任
し
て
い
る
。
確
認
さ
れ
る
変
化
と
言
え
は
、
こ
の
時
期
を
転
機
に
国
公

債
が
急
増
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

石
井
家
も
前
掲
第
一
四
表
の
よ
う
に
平
均
利
回
り
が
低
下
し
て
い
る
が
、
そ

の
対
応
は
定
か
で
な
い
。
な
お
一
九
〇
〇
年
代
に
は
い
っ
て
わ
ず
か
で
あ
る
が

京
釜
鉄
道
株
へ
出
資
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
額
の
う
え
で
は
一
九
〇
〇
年
代
に
は
い
り
一
層
投
資
が
活
発

に
な
る
が
、
同
時
に
日
活
戦
後
恐
慌
の
痛
手
か
ら
地
元
株
の
危
険
性
を
痛
感
す

る
。
と
い
っ
て
両
家
が
中
央
株
投
資
を
開
始
す
る
と
い
う
事
態
に
は
な
ら
な
か

っ
た
が
、
石
井
家
に
つ
い
て
は
次
の
一
九
一
〇
年
代
の
投
資
活
動
の
あ
り
方
を

明
瞭
に
決
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
は
地
方
株
の
危
険
性
を
認
識
し

(
2
7
)

て
中
央
優
良
銘
柄
へ
投
資
を
開
始
し
て
ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

脚
.
盛
事
改
良
お
よ
び
織
物
業
の
工
場
制
化

日
露
戦
後
広
島
県
当
局
が
実
施
し
よ
う
と
し
た
農
事
改
良
事
業
が
、
盈
村
段

階
ま
で
下
が
っ
た
時
に
当
時
の
地
主
小
作
関
係
が
微
妙
に
反
映
さ
れ
る
。
よ
っ

四
五



確
立
・
.
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
話
特
質
(
勝
部
)

て
信
岡
家
の
『
永
代
日
誌
簿
』
か
ら
晨
事
改
良
を
め
ぐ
る
地
主
小
作
人
間
の
あ

り
方
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

晨
事
改
良
は
、
帝
国
主
義
転
化
に
伴
う
財
政
膨
張
の
晨
村
へ
の
転
嫁
を
可
能

な
ら
し
め
る
生
産
力
基
盤
の
整
備
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
広
島
県

に
お
い
て
は
一
九
〇
七
(
明
治
四
〇
)
年
三
月
宗
像
知
事
が
訓
示
事
項
の
一
つ

と
し
て
制
定
し
た
晨
事
六
大
必
行
事
項
と
し
て
現
わ
れ
た
。
殊
に
実
施
困
難
な

共
同
苗
代
に
対
し
て
は
〇
八
年
八
月
強
制
規
定
を
含
む
「
設
置
規
則
」
を
発
令

(
2
8
)

し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
反
対
運
動
の
詳
細
は
先
行
研
究
に
譲
る
が
、
安
芸
二
二

次
地
方
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
た
反
対
運
動
に
よ
っ
て
つ
い
に
　
「
設
置
規

則
」
の
撤
廃
を
勝
ち
取
っ
た
。
し
か
し
備
後
地
密
お
い
て
は
反
対
運
動
は
低

調
で
あ
り
共
同
苗
代
実
施
率
も
高
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
県
当
局
に
対
し
て

与
党
的
立
場
に
あ
っ
た
立
憲
政
友
会
系
議
員
の
地
盤
が
備
後
で
あ
っ
た
こ
と
に

(
2
9
)

も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
基
盤
で
あ
る
地
主
小
作
関
係
の
矛
盾
が
必
ず
し
も

ま
だ
顕
在
化
し
な
い
段
階
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
安
芸
・
三

次
地
方
で
は
地
主
層
の
運
動
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
矛
盾
を
弥
縫
し
え
た
こ
と
と

表
裏
で
あ
る
。

と
は
言
え
備
後
に
お
い
て
農
事
改
良
事
業
が
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
た

い
。
一
九
〇
七
年
良
事
必
行
事
項
の
遂
行
を
期
し
て
「
其
肪
ヨ
リ
厳
敷
督
励
相

成
、
本
年
ハ
県
展
及
警
察
吏
郡
更
等
各
村
二
出
張
、
示
諭
相
成
、
是
非
共
正
条

栢
施
行
方
相
成
、
非
常
ナ
ル
督
励
」
　
が
あ
っ
た
が
、
「
小
作
人
ハ
正
粂
ヲ
否
ミ

(
3
0
)

彼
是
ト
陳
弁
」
し
た
と
い
う
　
(
『
永
代
日
誌
薄
』
　
以
下
注
記
し
な
い
限
り
同

じ
)
。
戸
手
村
地
主
会
と
し
て
も
　
「
小
作
人
ノ
否
ム
折
柄
、
地
主
こ
テ
モ
小
作

人
ノ
困
ル
ヲ
見
テ
居
ル
訳
二
不
至
」
と
い
う
の
で
反
当
り
米
一
升
の
支
給
を
定

四
六

め
た
。さ

ら
に
一
九
一
〇
年
三
月
「
米
穀
検
査
規
則
」
が
県
令
と
し
て
発
布
さ
れ
、

産
米
改
良
・
米
俵
装
改
良
の
実
施
に
際
し
て
、
信
岡
家
も
一
応
　
「
作
配
人
」

(
地
代
人
)
を
通
し
、
切
升
四
斗
俵
調
製
・
米
改
良
な
ど
を
小
作
人
に
通
知
し
て

い
る
。
し
か
し
四
斗
俵
調
製
に
は
同
年
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
一
俵
に
付
き
七

銭
ず
つ
の
交
付
を
す
る
な
ど
「
実
際
二
当
リ
テ
ハ
地
主
大
二
損
失
ヲ
見
ル
事
ニ

ナ
リ
、
又
検
査
ノ
定
度
モ
相
分
ラ
ス
、
大
二
苦
心
ヲ
極
ム
」
る
次
第
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
「
一
応
ハ
示
談
為
シ
ク
ル
モ
実
際
小
作
人
ハ
之
ヲ
否
ミ
シ
ナ
リ
、

又
当
家
こ
そ
不
利
益
ナ
ラ
ソ
事
ヲ
思
ヒ
、
再
ヒ
意
ヲ
変
シ
テ
本
年
ハ
可
成
従
来

通
り
≡
斗
俵
ニ
テ
納
米
致
呉
レ
ル
様
」
小
作
人
に
通
達
し
て
お
い
た
と
い
う
。

但
し
従
来
の
俵
で
あ
っ
て
も
「
乾
燥
調
整
米
質
等
改
良
米
二
匹
敵
ス
ル
モ
ノ
ニ

ハ
相
当
ノ
賞
与
ヲ
行
フ
」
　
こ
と
を
決
め
て
い
る
が
、
「
本
年
ハ
何
分
こ
そ
改
良

米
ニ
シ
テ
納
俵
ス
ル
小
作
人
ハ
多
分
無
之
」
と
予
想
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
産
米
改
良
・
俵
装
改
良
は
本
来
そ
の
商
品
価
値
を
高
め
地
主
に

利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
、
地
主
の
側
で
も
手
間
・
費
用
を
弄
す
る
故

さ
ほ
ど
積
極
的
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
反
対
給
付
を
行
っ
て
も
な
お
強
制
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
の
当
時
の
地
主
小
作
関
係
の
実
態
が
知
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
ま
だ
矛
盾
は
顕
在
化
せ
ず
小
作
料
収
取
に
支
障
は
な
い
が
、
内

部
で
は
そ
の
矛
盾
が
右
の
よ
う
な
形
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
の
が
興
隆
期
の
段
階

と
言
え
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
時
期
お
よ
び
一
九
一
〇
年
代
に
か
け
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、

織
物
業
の
う
ち
稿
織
を
中
心
と
し
て
急
速
に
力
織
機
化
-
-
上
場
剖
化
が
進
む
こ

と
で
あ
る
。



力
織
機
化
の
囁
矢
は
神
辺

の
書
童
合
名
会
社
(
一
九
〇

二
年
導
入
)
で
あ
っ
た
が
、

日
露
戦
後
か
ら
広
巾
化
・
輸

出
開
始
を
伴
い
つ
つ
力
織
機

化
=
工
場
制
化
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
足
踏
機
一
台
に

お
け
る
一
日
(
一
二
時
間
)

生
産
反
数
二
・
三
反
に
此

し
、
力
織
機
は
一
台
一
日
六

反
、
し
か
も
一
人
で
六
台
持

つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら

労
働
生
産
性
に
一
挙
に
一
五

倍
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
.
故

に
剰
余
価
値
率
の
高
さ
、
一

反
当
り
付
加
価
値
の
低
さ
は

比
ぷ
べ
く
も
な
い
。
し
か
も

わ
ず
か
な
力
織
機
を
以
て
家

内
労
働
を
行
っ
た
と
し
て
も

い
ぜ
ん
最
低
の
賃
金
と
最
高

の
労
働
時
間
と
に
基
づ
く
絶

対
的
剰
余
価
値
法
則
に
支
配

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勢

第17表1913年織物業生産形態

＼ 沼　　 隈　　 郡 `深　　 安　　 郡 芦　　 品　　 郡

工 場 怪 錮 元 恒 織
工 場

家 内

工 業
織 元 賃織 工 場

家 内

工 業
織 元 賃 織

戸 . 数

力 織 機

手 ` 横

戸

2 1

声

18

局

台

声

5 0 6

戸

2 3

戸

3 4

声

9 6

台

戸

3 ,0 0 6

声

3 2

戸

1 ,7 1 9

戸

2 8 5

・台

戸

3 ,6 6 3

Jヽlコ 日 Cl U 台 tコ4 3 0 5 8 0 4 1 5 2 9 4 1 2 1

Iコ J.ヽU lコ Jへロ lこコ lコ 台 Jtヽコ

人

7 7 17 5 5 5 7 4 6 1 9 1 3 ,3 5 0 3 0 2 ,2 4 8 2 8 4 3 ,9 6 5

男 卑 職 工
人 人 人

5 5 5
・人 人 人 ・ 人 人 人 人 人

4 6 8 10 3 字4 3 9 7 8 1 8 1 3 ,3 9 1 6 0 8 2 ,2 2 2 2 5 6 4 ,0 6 2

『広島県統計書』による。.

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
畿
塾
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

(
3
1
)

い
工
場
制
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

第
一
七
表
に
よ
れ
ば
沼
隈
郡
で
最
も
工
場
制
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
一
日
の

生
産
能
力
を
比
較
す
る
と
、
力
織
機
二
日
=
六
反
、
手
機
一
台
1
-
二
・
三
反
と

し
て
単
純
に
計
算
し
て
も
「
工
場
」
で
二
、
五
八
〇
反
、
.
「
賃
織
」
　
で
一
、
二
七

七
反
と
完
全
に
「
工
場
」
が
凌
駕
し
て
い
る
。
深
安
・
芦
品
両
郡
は
ま
だ
「
賃

銭
」
の
方
が
優
勢
で
あ
る
が
、
.
芦
品
郡
で
は
　
「
家
内
工
業
」
=
小
マ
ニ
ュ
の

族
生
し
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
深
安
郡
で
は
こ
の
後
工
場
制
化
が
進
む
の
で
あ

る
。こ

の
工
場
制
化
に
よ
っ
て
そ
の
労
働
形
態
は
「
貧
員
が
依
拠
し
て
半
隷
員
的

(
3
2
)

生
計
の
補
充
を
得
る
所
の
そ
の
問
屋
制
度
的
家
内
工
業
の
型
」
・
か
ら
「
貧
農
部

分
よ
り
流
れ
出
づ
る
半
隷
奴
的
賃
銀
労
働
者
を
再
編
成
し
た
所
の
、
印
度
以
下

的
労
働
賃
銀
及
び
肉
体
消
磨
的
労
働
条
件
を
も
つ
大
工
業
の
撃
に
再
昂
成
さ

れ
た
も
の
の
、
高
額
小
作
料
と
低
賃
金
と
の
相
互
規
定
関
係
が
解
体
さ
れ
た
訳

(
3
3
)

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
証
左
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

(
マ
マ
)

職
工
人
ハ
遠
来
雇
人
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
悉
ク
村
内
土
着
ノ
農
家
士
女
、
副

業
的
ナ
ル
カ
為
メ
生
産
費
ヲ
減
少
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
　
(
一
九
一
二
年
)

3
、
地
主
制
の
興
隆
伺
　
-
　
独
占
資
本
形
成
期

第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
好
景
気
は
、
地
主
の
積
極
的
な
株
式
の
売
買
活
動

を
誘
発
せ
し
め
た
。
第
一
八
表
か
ら
直
ち
に
看
て
取
れ
る
の
は
、
石
井
家
の
地

元
株
整
理
・
中
央
棟
の
大
量
購
入
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
中
央
棟
の
大
量
購
入

は
一
九
一
七
(
大
正
六
)
年
よ
り
始
め
ら
れ
る
が
、
同
年
六
～
八
月
の
三
カ
月

間
に
実
に
五
三
、
三
〇
〇
円
の
多
額
を
購
入
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
金
は
預

金
等
を
動
員
し
た
う
え
で
借
入
金
に
も
依
存
し
た
と
思
わ
れ
利
子
支
出
が
ふ
え

四
七



第18表　石井家株券売買の状況　(1910年代後半)

柄l株価額面l　売買価額　口】日l配　当】利回り
確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
譜
特
質
(
勝
部
)

円l　　　　%矧.l　　　　　‖　円

2,500'「売lノ'284 3・15】　37"巨3・0
8　2　4　77　8　6　7

)

　

)

　

)

上
下
下

8

　

(

　

(

　

(

4
　
n
U
　
5
　
0

2

　

5

　

7

　

0

1

　

7

　

8

　

3

売
買
買
買

.

0

-

0

.

0

〇

〇

〇

?

・

一

「

沖

.

0

.0

2

5

2

行
織
業
英

銀
紡
鉱
害

山
崎
原
阪

福
尼
久
大

6　9　77　0　6

1

8　0　46　0　61　3

750巨16】30

福　山　銀　行

大阪合同紡績

第六六国立銀行

可松永製~薬l 売057
5　6　6　1　3　5　2　57　5　6　5　9　3　3　00

1

116.6(上)

15.3(下)

22.5(上)

90.(上)

50.

100.(下)
400.

230.

〃
　
1
"
乙
"
〝
　
乙

買
買
売
売
買
売
冒
〓
買

0　0　00　4　00　3　51

0　0　0　0　00　0　0　0　00　1　0　0　52　　　　4　1

大　阪　商ユ船

広島県良工銀行

第六大国立銀行
〝

大阪合同紡織

大　阪　窯　業

川　崎　造　船

倉　敷　紡　績

備考1.各年『資産売買計算薄』による0
2.売買価街の判明するもののみを担ぐ。
3.`・配当川中の(上)ほ上半期、(下)は下半期の配当鼠。

四
八

て
い
る
(
第
一
表
)
。
一
九
一
八
年
は
福
山
銀
行
株
を
売
却

し
た
当
日
に
ほ
ぼ
同
額
の
大
阪
合
同
紡
績
株
を
購
入
し
て
い

る
。
先
述
し
た
よ
う
に
一
九
〇
〇
年
代
の
前
半
で
中
央
棟
へ

の
投
資
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
ほ
不
明
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
に
至
り
意
図
的
に
地
元
株
を
整
理
し
て
中
央

有
力
銘
柄
、
し
か
も
当
時
の
好
景
気
で
伸
び
つ
つ
あ
る
銘
柄

へ
の
「
乗
り
換
え
」
を
開
始
し
一
挙
に
レ
ン
ト
ナ
ー
化
へ
の

道
を
歩
ん
だ
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
衰
退
期
に
お
け

る
経
済
活
動
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
。

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
か
ら
す
で
に
小

作
料
契
約
率
九
割
を
確
保
す
る
年
が
な
く
、
第
一
九
表
で
見

ら
れ
る
よ
う
に
一
九
一
〇
年
代
後
半
さ
ら
に
低
下
す
る
。
衷

第19表　石井家小作料実納率

(一ケ年平均)

年

備考　各年度F小作米計算薄』に
より作成。



退
期
(
一
九
二
〇
年
代
)
　
に
な
れ
は
一
層
低
下
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

こ
の
時
期
で
は
ま
だ
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
好
景
気
で
高
米
価
が
実
現
さ
れ

て
い
る
故
に
、
必
ず
し
も
そ
の
矛
盾
が
経
営
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
か
く
し

て
こ
の
時
期
に
至
れ
ば
興
隆
も
カ
ッ
コ
付
き
に
な
る
が
、
契
約
小
作
料
額
は
一

九
一
九
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
実
納
率
は
低
下
の
兆
し
を
見
せ
な
が
ら
も
高
米

価
に
よ
っ
て
小
作
料
収
入
も
同
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
(
第
一
表
)
。

註
(
1
)
　
『
広
島
県
農
業
発
達
史
』
　
第
二
巻
、
閻
草
霜
第
七
章
七
二
三
～
四

.
頁
。
.

(
2
)
　
同
右
第
八
章
第
四
表
。
原
史
料
は
一
九
一
一
年
沼
隈
郡
島
会
『
沼
隈

郡
蘭
作
法
』
。

(
3
)
　
同
右
第
四
章
第
二
・
四
表
よ
り
推
計
。

(
4
)
　
同
右
第
三
章
第
一
一
表
に
よ
れ
ば
一
八
八
七
年
当
時
の
沼
隈
郡
蘭
作

付
面
積
は
一
五
五
・
六
町
で
あ
り
、
菅
田
一
反
=
.
地
磯
〓
ロ
せ
い
.
う
生

産
能
力
の
割
合
か
ら
す
れ
ば
五
、
一
八
七
台
と
な
る
。

(
5
)
一
八
八
五
～
六
年
か
ら
製
造
技
術
が
岡
山
県
よ
り
導
入
さ
れ
て
以
降

一
八
九
〇
年
代
末
ま
で
に
画
期
な
発
展
を
と
げ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(
同
右
書
第
四
葦
六
五
四
～
五
頁
)
。

(
6
)
　
『
福
山
市
史
』
中
巻

(
7
)
　
信
岡
家
『
永
代
日
誌
操
出
簿
』
第
一
号
。
『
広
島
県
史
』
近
代
現
代

資
料
轟
(
以
下
『
県
史
』
近
現
代
資
料
編
と
略
す
)
Ⅱ
、
三
三
二
～
七

頁
所
収
。

(
8
)
　
信
岡
家
蔵
「
明
治
三
十
五
年
(
所
得
額
)
書
抜
」
。

確
立
L
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
絞
型
>
地
王
制
の
詔
符
宜
(
勝
部
)

付表1

年

(
9
)
　
信
岡
家
一
九
〇
〇
年
『
小
作

米
損
益
勘
定
原
帳
』
。

(
1
0
)
　
例
え
ば
広
島
市
の
例
で
あ
る

が
、
「
開
戦
と
広
島
市
の
景
況
」

H
・
⇔
　
(
『
県
史
』
近
現
代
資

料
昂
甘
、
三
〇
一
～
≡
頁
)
.
を

参
照
。

(
1
1
)
　
信
同
家
の
反
当
小
作
料
の
変

遷
は
付
表
1
の
如
く
で
あ
る
。

(
1
2
)
　
坂
井
好
郎
前
掲
書
一
六
五
～

(　　(　　(

171615
)　　　　　)　　　　　)

二
七
三
頁
。
、

両
家
の
有
価
証
券
額
面
の
合
計
高
お
よ
び
沼
隈
・
深
安
・
芦
品
郡
の

「
会
社
」
数
・
資
本
金
額
合
計
は
付
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
家
『
永
代
日
誌
繰
出
辞
』
第
一
号
β
『
県
史
』
I
、
六
一
九
～
二

〇
頁
。有

元
正
雄
前
掲
「
諸
階
層
構
成
」
四
三
二
頁
。

『
県
史
』
通
史
編
近
代
1
九
二
～
二
頁
参
照
。

信
岡
家
蔵
一
八
九
九
年
下
期
、
備
後
銀
行
第
一
期
『
営
業
報
告
書
』
。

以
下
各
銀
行
『
営
業
報
告
書
』
は
本
文
中
で
注
記
す
る
。

有
元
正
雄
「
諸
階
層
構
成
」
四
一
六
～
七
頁
。

手
島
正
毅
「
備
後
織
物
業
に
お
け
る
織
物
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の

歴
史
」
H
・
⇔
(
広
島
大
学
工
学
部
『
工
業
経
営
』
一
〇
-
二
・
二
)
。

藤
田
正
司
「
備
後
織
物
業
に
お
け
る
工
場
制
工
業
の
成
立
」
(
『
芸
倍

【山九



付表　2

年l石井衣】信同家l社　数
確
立
r
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

万円

1.4

2.2

2.0

4.2
1　　　　8

㌫
　
?
・
乙

円i　円!2杜

1077

00

2

　

〃

　

〃

　

〃

　

〃

　

ク

滋は::::

五
〇

(
2
7
)
　
例
え
ば
山
梨
県
広
瀬
家
の
分
析
(
前
掲
『
日
本
地
主

制
の
構
成
と
段
階
』
三
七
四
～
六
頁
)
や
、
広
島
県
竹

原
頼
家
の
分
析
(
有
元
正
雄
前
掲
「
資
本
形
成
の
一
側

面
」
一
一
〇
～
五
頁
)
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
2
8
)
　
児
玉
正
昭
「
共
同
苗
代
反
対
運
動
に
つ
い
て
」
(
『
史

学
研
究
』
一
二
六
)
。
上
田
一
雄
・
住
田
克
己
　
「
広
島

県
晨
業
史
」
(
『
日
本
晨
業
発
達
史
』
　
第
四
巻
)
。
有
元

正
雄
「
広
島
県
に
お
け
る
明
治
期
の
良
民
闘
争
」
(
『
芸

備
地
方
史
研
究
』
七
四
・
七
五
)
。

(
2
9
)
　
児
玉
前
掲
論
文
一
七
・
一
九
頁
。

(
3
0
)
　
『
県
史
』
近
現
代
資
料
編
-
九
二
四
頁
、
お
よ
び
Ⅱ

三
五
〇
～
一
貫
参
照
。

(
整
　
手
島
正
毅
前
掲
論
文
H
一
一
～
入
貢
。

ノ.、　　　(　　　　　(　　　　　(

26　25　24　23
ヽ_′　　　)　　　　　)　　　ヽ_/

地
方
史
研
究
』
八
)
　
〓
ニ
頁
。

同
右
一
〇
頁
。

福
山
横
尾
の
広
頼
家
が
糸
の
前
貨
を
通
じ
て
中
小
織
屋
を
支
配
し
高

利
を
付
し
て
決
済
し
て
い
た
事
例
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
銀
行

と
の
関
連
は
定
か
で
な
い
　
(
有
元
正
雄
「
日
本
資
本
主
義
発
達
に
お
け

る
資
本
形
成
の
一
側
面
」
『
広
島
商
大
論
集
ニ
ー
一
)
。

『
福
山
市
史
』
下
、
三
八
八
頁
。

『
永
代
日
誌
繰
出
簿
』
。

拇
川
太
一
『
本
邦
綿
紡
績
史
』
第
五
巻
、
一
〇
七
～
九
頁
。

有
元
正
鐙
「
諸
括
層
揺
戌
」
四
〇
三
頁
。

(
翌
　
山
田
盛
太
郎
『
日
本
資
本
主
義
分
析
』
六
一
～
二
頁
。

(
鬱
　
「
水
呑
村
ヲ
中
心
ト
シ
沼
隈
郡
ノ
織
物
現
状
及
起
源
」
　
(
『
沼
隈
郡

報
』
八
)
。
『
県
史
』
Ⅲ
四
七
〇
頁
所
収
。

三
、
地
主
制
云
遥
期
(
結
び
に
か
え
て
)

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
末
か
ら
二
〇
年
初
頭
の
深
安
郡
川
口
村
の
小
作
争

議
を
き
っ
か
け
に
備
後
地
方
も
本
格
的
な
小
作
争
議
段
階
を
迎
え
る
に
至
っ

た
。
阿
部
家
晩
翠
合
の
一
九
二
一
(
大
正
一
〇
)
年
小
作
争
議
に
つ
い
て
の
報

告
の
な
か
で
は
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
「
時
代
ノ
推
移
、
思
想
ノ
変
造
」
を
挙

げ
て
い
る
。
つ
ま
り
各
地
の
「
小
作
人
ノ
不
穏
又
ハ
地
主
小
作
人
間
ノ
紛
争
」



を
聞
き
、
諸
新
開
が
「
頻
リ
こ
此
ノ
労
働
問
題
二
閑
シ
鼓
吹
唱
導
」
し
て
「
益

々
員
業
労
働
者
ヲ
悪
化
セ
シ
」
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
各
種
ノ
労

樹
賃
金
ハ
最
昂
時
代
二
比
シ
テ
低
落
セ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
却
テ
時
二
向
上
ス

ル
ノ
趨
勢
ナ
レ
ハ
比
較
計
算
上
豊
栄
労
働
ヲ
厩
ヒ
小
作
人
力
掟
米
率
ヲ
云
為

(
l
)

シ
、
其
ノ
引
下
ケ
ヲ
要
望
ス
ル
等
勢
ヒ
自
然
二
然
ラ
ウ
ム
ル
ニ
至
」
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
主
制
確
立
期
に
小
作
経
営
安
定
に
不
可
欠
で
あ
っ
た

副
業
へ
の
掃
戊
が
、
こ
こ
に
至

っ
て
逆
に
危
機
の
要
因
を
作
り

出
し
て
い
る
点
が
非
常
に
注
目

さ
れ
る
。

こ
の
背
後
に
は
言
う
ま
で
も

な
く
小
作
人
の
「
小
商
品
生
産

(
2
)

老
化
」
が
も
た
ら
し
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
存
在
し
た
と
言
え
る
の

で
あ
る
が
、
当
地
方
の
如
く

小
作
料
額
の
停
滞
=
小
作
料
率

が
相
対
的
に
低
下
す
る
こ
と
は

「
小
商
品
生
産
老
化
」
を
促
進

す
る
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
第
二
〇
表
か
ら
、
小

作
争
議
段
階
を
迎
え
た
石
井
家

の
対
応
を
見
て
お
こ
う
。
一
九

弟20表　石井家有価証券・土地売買累計額

1 9 1 3 ～ 1 9 1 92 0 ～ 2 5 1 92 6 ～ 3 0

公 債 ・株 買 入
円

5 7 ,6 0 3
円 円

1 4 0 ,6 3 9

1 82 ,8 6 9
同　 上　 払　 込 8 ,1 0 0 4 4 ,10 3

土　 地　 買　 入 2 ,8 2 5 3 8 1 8

公 債 ・株 売 却 1 4 ,0 7 7 3 8 ,4 5 7 2 0 2 ,1 4 8

土　 地　 売　 却 1 1 ,7 3 0 13 3 ,9 0 8 13 ,9 8 5

備考　第18表の備考1に同じ。

確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
故
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

二
〇
年
代
に
な
っ
て
急
速
に
大
量
の
土
地
を
売
却
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ほ
ぼ

公
債
・
株
式
購
入
に
振
り
向
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
〇
年
代
後
半
に
至
る
と

土
地
売
却
が
減
少
し
て
、
.
公
債
・
株
式
売
却
が
多
既
に
の
ぼ
り
、
そ
れ
と
ほ
ぼ

同
額
の
公
債
・
株
式
が
新
た
に
購
入
・
払
込
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
土
地
を
あ
る

程
度
整
理
し
た
う
え
で
、
も
は
や
そ
の
葺
要
な
経
済
活
動
を
有
価
証
券
売
買
に

移
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
一
九
一
〇
年
代
の
株
式
売
買
は
地
元
株
整
理
、

中
央
株
購
入
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
〇
年
代
に
至
っ
て
は
中
央
棟
の
中
で
も
さ

ら
に
有
利
な
も
の
へ
向
け
て
整
理
・
購
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一

九
二
四
年
に
至
っ
て
初
め
て
公
債
利
子
・
株
式
配
当
収
入
が
小
作
料
収
入
を
凌

駕
し
て
い
る
　
(
第
一
衷
)
。

以
上
要
点
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、

の
　
小
作
料
増
教
を
し
な
い
、
若
し
べ
は
で
き
な
い
地
主
小
作
関
係
の
あ
り
方

は
、
小
作
人
の
「
小
商
品
生
産
老
化
」
を
促
し
た
。

物
　
地
主
制
確
立
の
枢
要
点
た
る
小
作
経
営
の
安
定
=
副
業
へ
の
編
成
は
(
工

場
労
働
へ
の
再
編
成
を
伴
い
つ
つ
)
、
畏
業
生
産
力
上
昇
の
低
位
と
資
本
主
義

的
諸
産
業
生
産
力
の
急
上
昇
と
の
格
差
に
よ
り
、
も
は
や
こ
の
段
階
で
は
地
主

制
衰
退
を
も
た
ら
す
一
要
因
と
し
て
現
出
し
て
い
る
。

用
　
地
主
制
確
立
期
に
そ
の
地
位
強
化
の
役
割
を
果
た
し
た
「
地
代
の
資
本
転

化
」
は
」
興
隆
期
の
過
程
で
中
央
資
本
の
編
成
を
う
け
或
は
中
央
棟
へ
と
比
重

を
移
す
こ
と
に
よ
り
レ
ソ
ト
ナ
ー
化
へ
の
途
を
辿
り
、
土
地
所
有
の
危
機
を
迎

え
て
蓄
積
基
盤
を
完
全
に
此
方
に
移
し
た
。

註
(
1
)
　
晩
翠
舎
　
「
日
下
小
作
人
ノ
状
態
二
閑
シ
報
告
」
　
(
『
晩
翠
舎
来
翰

五
一



確
立
「
興
隆
期
に
お
け
る
<
近
銃
型
>
地
主
制
の
諸
特
質
(
勝
部
)

綴
』
)
。
『
県
史
』
近
現
代
資
料
編
Ⅱ
七
二
四
～
五
頁
所
収
。
な
お
有
元

正
雄
前
掲
「
諸
階
層
構
成
」
四
二
七
～
八
頁
参
照
。

(
2
)
周
知
の
よ
う
に
中
村
政
則
氏
と
西
田
美
昭
氏
と
の
問
で
論
l
争
さ
れ
て

い
る
問
題
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
表
作
の
み
で
な
く
裏
作

あ
る
い
は
副
業
な
ど
小
作
経
営
の
現
実
の
成
り
立
ち
か
ら
考
察
す
べ
き

・
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
カ
ッ
コ
付
き
で
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

私
記本

稿
で
使
用
し
た
信
岡
家
史
料
は
有
元
正
雄
先
生
が
信
岡
家
か
ら
借
覧
さ
れ

た
も
の
を
利
乱
し
、
・
ま
た
石
井
家
史
料
に
つ
い
て
は
現
御
当
主
正
巳
氏
よ
り
調

査
・
利
用
の
御
快
諾
を
頂
い
た
。
記
し
て
深
謝
致
す
次
第
で
す
。
′

な
お
本
稿
を
革
す
る
に
当
た
り
有
元
正
雄
先
生
を
は
じ
め
諸
先
生
、
広
島
近

世
史
研
究
会
の
方
々
か
ら
貴
重
な
御
指
導
・
御
教
示
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。

深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

広
島
史
学
研
究
会
会
則

(
一
九
七
八
年
一
〇
月
改
正
)

第
一
粂
　
本
会
は
広
島
史
学
研
究
会
と
祢
す
。

第
二
粂
　
本
会
は
歴
史
学
お
よ
び
歴
史
学
に
関
連
す
る
諸
科
学
を
研
究
し
、
さ
ら
に

.
そ
の
普
及
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
研
究
者
の
連
絡
協
同
を
目
的
と
ず
る
。

第
三
条
　
本
会
は
次
の
事
業
を
行
な
う
。

会
誌
「
史
学
研
究
」
　
の
発
行

研
究
会
・
講
演
会
・
討
論
会
お
よ
び
資
料
展
覧
会
等
の
開
催

図
書
出
版

そ
の
他
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
に
適
当
な
諸
事
業

第
四
条
　
本
会
の
目
的
に
賛
同
す
る
者
は
会
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
員
は
所

定
の
会
費
(
年
額
三
、
二
〇
〇
円
)
を
納
め
て
本
会
の
事
業
に
参
加
し
、

会
誌
の
配
布
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
会
員
は
年
一
回
の
総
会
に
お
い
て

本
会
の
会
計
お
よ
び
事
業
を
議
決
し
役
員
を
選
任
す
る
。

第
五
条
　
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。
任
期
は
一
年
と
し
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

理
　
　
事
　
一
二
名
(
内
一
名
理
事
長
)

監
　
　
事
　
　
　
二
名

評
議
員
　
　
若
干
名

理
事
・
監
事
は
総
会
で
選
出
さ
れ
る
。

理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
会
務
を
処
理
す
る
。

理
事
長
は
理
事
会
に
お
い
て
互
選
さ
れ
、
本
会
を
代
表
す
る
。

監
事
は
会
計
を
監
査
す
る
。

評
議
員
は
理
事
会
の
推
鰯
に
よ
り
、
総
会
の
承
認
を
得
て
選
任
さ
れ
、
理

事
会
の
諮
問
に
応
ず
る
。

第
六
粂
　
理
事
会
は
學
二
条
に
定
め
る
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
委
員
会
を
鰹
き
、
委

一
員
若
干
名
を
委
嘱
す
る
。

第
七
粂
　
本
会
は
事
務
室
を
広
島
大
学
文
学
部
内
に
お
く
。

付
　
　
　
則

一
、
太
会
の
会
計
年
度
な
ら
び
に
役
白
年
度
は
一
月
一
日
か
ら
二
一
月
三
一
日
ま

で
と
す
る
。

二
、
太
会
則
は
昭
和
四
九
年
度
か
ら
そ
の
効
力
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。

◎
　
会
費
年
額
三
、
二
〇
〇
円
は
前
納
。

◎
　
「
史
学
研
究
」
は
年
四
回
発
行
。
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The Christitan-kinzei (+ 'J i"$ >MW of
Kumamotoclan (fiI;fc^D in the Early

Years of Era of Tokugawa 0®jl|)

by Toyoo Yoshimura

The Kumamoto clan is one of a few clans that furnish abandant materials
for us to study the local history of ChHstitan, in the early years of Era of

Tokugawa (the seventeenth century). - ' 'å 
The purpose of this paper is, dealing with the case of the Kumamoto clan,

investigating the policy of Christitan-kinzei from the tenth year of Kanei (%%)

to the Kanbun and Enppo (%~£ •EJ2E^) periods.

Some Characteristics of "Kinki Area Type"
Landowner System in the Stages of

Its Establishment and Rise
--onthe basis of the example of

the Bingo Fukuyama region

by Makoto Katsube

This paper is an attempt to investigate the way the "Kinki Area Type"
Landowner System was established, through historical analyses of the hhii and

Nobuoka, the big landowners, in the Bingo Fukuyama region. There are two

most important points in that process of its establishment; one is the stabilizing

of the tenant operation, with side jobs, and the other is the investment of farm

rent in shares. These condition came into being through the course of the

industrial rise-the opening of the industrial revolution in Japan-in the final

decade of the nineteenth century.

In the stage of the Rise of this system, tenants accumulated their energy as

small scale producers of farm commodities against the landowners by doing side

jobs, and went so far as to start tennancy disputes.

And in the same stage, big landowners came into invest more in central

shares than in local shares.
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